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「藤沢市子ども共育計画」に掲げた計画事業の令和5年度達成状況

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合

13 16 2 0 0 0

12 3 1 0 0 0 16
(うち再掲2)

14 7 1 0 0 0 22
(うち再掲4)

3 7 0 0 0 0

3 5 0 0 0 1

13 6 1 0 0 0 20
(うち再掲2)

58 44 5 0 0 1 108
(うち再掲8)

■各計画事業の評価基準（Ａ～Ｅ）について

 　未評価＝事業終了、対象者なし等

事業数
（再掲８事業

含む）基本目標

42%

評価 Ａ

１．気づく・受けとめる・必要な支援につなぐ 0% 0% 31

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
未評価

52% 6%

0% 0%

64% 32% 0% 0%

75% 19%

5%

6%２．子どもの医療や障がいに関する相談・支援を充実する

３．暮らしや子育てを支援する

４．教育を受ける権利の保障と学びを支援する

５．修学、就労、自立に向けた支援をする

６．地域全体で共に支える基盤をつくる

0% 0% 10

33% 56% 0% 0% 0% 9

30% 70% 0%

合計 54% 41% 5% 0%

65% 30% 5% 0% 0%

0%

 　評価については（Ａ～Ｅ）の５段階方式による所管部署それぞれの自己評価とし、達成状況によって次のように区分しています。

　 A ＝ 90%以上　　B ＝ 70％以上～90%未満　　C ＝ 50％以上～70%未満　　D ＝ 30％以上～50%未満　　E ＝ 30%未満　
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「藤沢市子ども共育計画」に掲げた計画事業の令和２年度～令和６年度達成状況

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合

11 18 2 0 0 0

12 3 1 0 0 0 16
(うち再掲2)

14 7 1 0 0 0 22
(うち再掲4)

3 7 0 0 0 0

3 5 0 0 0 1

11 8 1 0 0 0 20
(うち再掲2)

54 48 5 0 0 1 108
(うち再掲8)

■各計画事業の評価基準（Ａ～Ｅ）について

 　未評価＝事業終了、対象者なし等

 　評価については（Ａ～Ｅ）の５段階方式による所管部署それぞれの自己評価とし、達成状況によって次のように区分しています。

　 A ＝ 90%以上　　B ＝ 70％以上～90%未満　　C ＝ 50％以上～70%未満　　D ＝ 30％以上～50%未満　　E ＝ 30%未満　

0% 0%

合計 50% 44% 5% 0% 0%

６．地域全体で共に支える基盤をつくる 55% 40% 5%

10

５．修学、就労、自立に向けた支援をする 33% 56% 0% 0% 0% 9

４．教育を受ける権利の保障と学びを支援する 30% 70% 0% 0% 0%

0%

２．子どもの医療や障がいに関する相談・支援を充実する 75% 19% 6% 0% 0%

３．暮らしや子育てを支援する 64% 32% 5% 0%

未評価
事業数

（再掲８事業
含む）基本目標

１．気づく・受けとめる・必要な支援につなぐ 35% 58% 6% 0% 0% 31

評価 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
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●施策方針１　「 気づく・受けとめる・必要な支援につなぐ 」

取組実績、課題及び今後の事業計画 事業
達成状況 事業の評価及び課題等

事業
達成状況

【評価】
こんにちは赤ちゃん事業等で、産後うつ病のリスクを早期に
把握するためのツールを用いて母の精神状況を把握し、リス
クの高い母に対してさんさんルームへの参加勧奨、支援を
行ってきた。コロナ禍において参加者数の減少から開催中止
となる回が認められ、コロナによる制限が解かれた後も参加
者の回復が緩慢であったことから、令和５年度から育児に不
慣れな産婦や初めての外出、他の産婦との交流をしたい、リ
フレッシュしたい産婦など弧育て予防を目的とした対象者の
拡大を図ったっことにより参加者の増加がみられた。
【課題等】
令和5年度から対象者の拡大を図り、参加者は増加したが、事
業の目的にそった内容となっているか、開催会場・回数、参
加対象者が適切であるかを参加者の傾向・推移をみつつ評価
していく必要がある。

評価：乳児健診での電話相談対象者数は減少しているが、4か
月児健診での母の心身から電話相談し、継続になる数は増え
ている。幼児健診では、新型コロナウイルス感染症対策のた
め、令和2年から令和5年4月まで相談を当日相談、後日相談
に分け実施していたが、令和5年5月から当日相談の人数制限
を緩和したことに伴い、令和5年度の相談数は急増している。
これは感染症を心配し、相談を控えていた保護者が相談しや
くすなったためと思われる。
課題：新型コロナウイルスで相談を控えていたこともあり、
SNS等から情報を得て、専門職による相談を控えていた保護
者が増えていると考える。児に対して、基本的な感染対策を
しながら、保護者が安心して相談できるよう対応方法の充実
が必要と考える。

評価：新型コロナ感染症により、乳幼児健診の受診率が上
がっていたが、令和5年の受診率は若干下がっている。児の発
育発達の確認と、保護者の相談の場として、引き続き受診率
の維持向上のため、健診内容、方法の充実に努めていく。
課題：「成育基本法」による基本方針により、乳幼児健診の
推進、学童期及び思春期までの切れ目ない健診等の実施体制
整備に向けた検討が必要とされている。児や保護者にとって
効果的な体制整備になるよう、検討が必要である。

B

B

乳児健診では、児の事故や母の心身の状況を把握し、地区担
当保健師による電話相談等の支援を行った。4か月児健診フォ
ロー：285人（母の心身118人、児の発育・発達88人・そ
の他（健やか親子21アンケート結果）79人）、９～10か月
児健診フォロー：286人（母の心身138人、児の発育・発達
72人・その他76人）

各健診未受診者に対しては、文書の送付や家庭訪問文書送付
や家庭訪問等を行い、母子の状況把握に努めた。4か月児健診
未受診児数：101人　9～10か月児健診未受診児数：93人
1歳6か月児健診未受診児数：225人　3歳6か月児健診未受
診児数：416人
今後も基本的な感染対策は継続しながら、適切な情報提供や
早期支援に対応できるよう努めていく。

4か月児健診受診率：97.5%
9～10か月児健診受診率：97.6%
1歳6か月児健診受診率：96.4%
3歳6か月児健診受診率：93.3%
令和5年5月以降、幼児健診については、基本的な感染症対策
は継続しながら、集団指導の再開、個別相談の人数制限の緩
和など保健指導の充実を図ってきた。引き続き児の発育発達
の支援や保健指導の充実を図っていく。

【令和5年取組実績】
令和5年度母子健康手帳発行数：2,920人
伴走型相談支援(妊娠届出時面談(転入者除く)（令和5年2月～
12月）：2,750人中約97.5％面談実施(未把握あり)。
ハイリスク妊婦数（令和5年1月～12月）：435人
（13.2％）
妊娠期支援対応：ハイリスク妊婦のうち、79.1%の妊婦に電
話相談を実施した。また、85.3%の妊婦が継続支援となっ
た。
こんにちは赤ちゃん事業訪問数：2,936人
さんさんルーム：22回開催　延95組参加　※感染症対策を
講じながら実施した。
【課題及び今後の事業計画】
妊婦全員を対象とする妊娠届出時面談の実施率を高めるため
に、面談の周知方法や未実施者への対応策などを検討してい
く必要がある。また、こんにちは赤ちゃん事業等において子
育てにかかわる情報提供を行うとともに、育児に不安や困難
感を抱える産婦をさんさんルームや子育て支援センター等に
つなぎ、地域において安心して育児を行うことができるよう
支援していく。

４か月児健診、９～10 か月児健診、１歳６か月児健診、２
歳児歯科健診、３歳６か月児健診等の、乳幼児健診の機会を
捉え、保健師による相談を行っています。未受診者に対して
も、相談できるよう働きかけます。

健やかな発育・発達のために、乳幼児健診の充実を図り、健
診に関する満足度の向上をめざします。

令和５年度
番号

4
健診後の支援のための相談事
業

健康づくり課
各種乳幼児健診をとおして、子育て期の生活の状況を把握す
ることで、困りごと等に関わる早期の情報把握に努め、適切
な情報提供と早期対応に心がけます。

5

感染対策を継続しながら、個別の訪問指導は継続して行い、
子どもや子育て家庭の生活困窮等の支援を要する課題の把握
に努めた。
妊婦訪問：40人
こんにちは赤ちゃん事業訪問数：2,936人
新生児訪問：101人
乳幼児訪問：3,027件　うち慢性疾患児訪問65人
未熟児訪問：191人

施策の柱

1

3 産前産後サポート事業 健康づくり課

産前産後の特有の母の心身の変化に対応し、少しずつ子育て
に慣れ、負担なく子育てが行えるよう、子育て支援センター
や保健センター等での育児相談や産後ケア事業等につなぎ、
早期対応に努めます。

安全な妊娠・出産、育児への
切れ目ない支援（利用者支援
の充実）

健康づくり課

母子保健コーディネーターである地区担当保健師を中心にあ
らゆる支援の必要性を考慮し、保健福祉医療各分野における
関連機関との連携の充実を図り、早期把握、早期対応に努め
ます。
妊娠から出産・子育て期をとおして、子育てと子どもの成長
発達に関わる生活環境の変化や養育状況の変更等安心して育
児を行うことができるようあらゆる支援・子育てに関わる情
報提供と、サービスにつなげる支援に努めます。

2 訪問による相談事業 健康づくり課

乳幼児期の各種健診や個別支援をとおして把握した、子ども
や子育て家庭の生活困窮等の支援を要する課題に対して、主
に乳幼児期の全戸訪問事業などの自宅への訪問等の機会を通
じて必要な情報の提供や関係機関の支援につなぐなど、包括
的な支援の実施に努めます。

取組の方向担当課 事業内容

子育て世代包括支援センター等を拠点に、母子保健サービス
を妊娠期から継続的に提供することで、安全な妊娠期を過ご
し、無事出産を迎え、安心して子育てができるように支援し
ます。

妊産婦・新生児訪問指導事業として、こんにちは赤ちゃん事
業（ハローベビィ訪問）・乳幼児訪問指導事業・未熟児訪問
指導事業・慢性疾患児訪問指導事業を実施します。

妊娠期からおおむね産後1年間を中心とした産前産後の妊産婦
の健康状態における課題把握と、子どもの成長過程による子
育ての大変さなどへ早期に対応できるよう、産後ケア事業等
をとおして、安全・安心な産前産後を過ごすことができるよ
う支援します。

事業名

個別事業に対する評価

柱
１
　
妊
娠
・
出
産
、

育
児
へ
の
切
れ
目
な
い
支
援
の
推
進

【評価】
令和5年2月から伴走型相談支援事業を開始し、妊娠届出時か
ら出産までの切れ目ない支援ができている。こんにちは赤
ちゃん訪問事業に関しては、実施率の向上が認められてい
る。
【課題】
妊娠届出時面談の実施率を上げて妊娠期より誰ひとり取り残
さない支援をすることができるように、転入者も含めた事業
の案内方法や面談未実施者へのアプローチ方法を模索してい
く必要がある。

【評価】感染対策を徹底しながら事業を継続することができ
ている。出生数は年々減少傾向だが、訪問実施率は維持でき
ている。
【課題】今後父の育児休暇取得等が増加してくると考えら
れ、母だけでなく父も含めた家族の支援をできるように工夫
していく必要がある。また、伴走型相談支援事業と連携し、
妊娠期からの切れ目ない支援と、すべての産婦とその乳児に
必要な育児情報が提供できるように努め、訪問実施率の維持
を目指す。

乳幼児健診等の充実

C

B

B

B

健康づくり課
疾病の早期発見・早期治療や適切な相談対応等を行い、子ど
もの発育発達を保護者が確認でき、安心して子育てができる
よう、成長発達を確認できる乳幼児健診の充実を図ります。

令和２年度から令和６年度（令和６年度見込みも含む）まで

【令和5年度　取組実績・課題等】
令和５年度から「初めての外出」「子育て支援センター利
用」「リフレッシュ」等対象を広げて開催。子育て支援セン
ターからも該当者へ声掛けをしている。そのため参加人数は
前年度に比べ2.7倍に増加。予約がなく中止となる回は１回に
減少したが、1回の参加人数が増えないことは課題。
さんさんルーム：22回　延95組　※感染対策を講じて実施
した
【今後の事業計画】
地域の子育て支援拠点へつなぎ、早期に育児支援を展開でき
るよう、産後うつ把握のツールによる対象者の把握によるつ
なぎだけでなく、ツールに現れない育児不安や不慣れさのあ
る保護者など対象を広げて開催していくとともに、個別ケア
を望む保護者には産後ケア事業につなぐ等、対象に即した支
援を継続していく。また、令和6年度より北部の開催会場とし
て湘南台市民センターを追加し、年間12回増える予定のた
め、参加者数の経過をみつつ、開催会場・回数を検討してい
く。

A

C

B

B
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●施策方針１　「 気づく・受けとめる・必要な支援につなぐ 」

取組実績、課題及び今後の事業計画 事業
達成状況 事業の評価及び課題等

事業
達成状況

令和５年度
番号

施策の柱

取組の方向担当課 事業内容事業名

個別事業に対する評価

令和２年度から令和６年度（令和６年度見込みも含む）まで

柱
１
　
妊
娠
・
出
産
、

育
児
へ
の
切
れ
目
な
い
支
援
の
推
進

【評価】
令和5年2月から伴走型相談支援事業を開始し、妊娠届出時か
ら出産までの切れ目ない支援ができている。妊婦相談、訪問
の実施件数の向上が認められた。
【課題】
妊娠届出時面談の実施率を上げて妊娠期より誰ひとり取り残
さない支援をすることができるように、妊娠届出時面談の実
施方法や、転入者も含めた事業の案内方法、面談未実施者へ
のアプローチ方法を模索していく必要がある。

新型コロナウイルス感染症の流行から収束において、５年間
で利用者数に大幅な変化があった。
新型コロナが流行し予約制にしていた令和2年度の26,073人
に比べ、現在は2.4倍となる62,384人の利用者数となってい
ることから、子育て世代における居場所の必要性が改めて浮
き彫りとなった。
相談件数も５年間で約1.5倍になっていることから、引き続き
保護者の気持ちに寄り添いながら相談に応じていく必要があ
る。

支援センターと同じく、コロナの影響で令和2年度6,735人
だった利用者が約4倍に増加した。５年間継続的に親子が集う
場を提供し、子育ての相談に応じたり、保護者の気持ちに寄
り添っていくことができた。
つどいの広場事業は利用者からのニーズもあり、引き続き継
続していきたいものの、委託している団体が高齢化している
ところもあり、担い手不足が現状の課題となっている。

地域の身近な児童館等の施設合計２３か所において、子育て
ふれあいコーナーを滞りなく開催し、親子同士や子育てボラ
ンティアとの相互交流を継続的に行っていくことができた。
情報の周知が課題となっていたが、子育て支援センターやつ
どいの広場での情報提供を行ったことで認知度も上がってき
たようで、年々利用者が増加している。

「ふじさわ子育てガイド」の発行部数を増やし、広く情報提
供を行うことができた。出生届提出時と転入時へ配布をして
いたが、今後は妊娠届提出時に配布対象を広げ、妊娠期から
の情報提供を行っていく。
「子育てアプリふじさわ（母子モ）」の登録者数は令和2年度
の6,789人から2,525人増の9,314人となったが、子育て世
代数に対しては利用者が少ないため、引き続きパンフレット
を母子手帳パックに同封するなどして、周知していく必要が
ある。

保育コンシェルジュを配置し、入所申し込み時に、相談でき
る体制を整えている。また、施設長から相談を受けた際に
は、関係機関への案内や連携により情報共有を図り、サポー
トを行った。
今後も各種相談に対し、適切な対応が図られるよう、関係機
関との連携強化に努める。

事業の周知が図られ利用件数は年々増加しているが、子の支
援を行うまかせて会員・どっちも会員がおねがい会員に比べ
て少ない。支援を必要している家庭にサービスが提供できな
くなるなど、将来的に影響が出ないよう、まかせて会員・
どっちも会員を増やしていく必要がある。現在も様々な媒体
の広報を活用して周知活動を行っているが、今後も有効的な
周知活動を行うとともに、事業の見直しを行っていく。

B

A

A

A

B

B

A

令和５年度母子健康手帳発行数：2,920人
令和5年2月より妊娠届出時に全数面談を実施し、ハイリスク
妊婦の把握に努めている。
妊娠期支援対応：ハイリスク妊婦のうち、79,1%の妊婦に電
話相談を実施した。また、85,3%の妊婦が継続支援となっ
た。
妊婦訪問：40人

ひろば機能については、1センター以外予約制を廃止し、前年
比1.32倍にあたる62,384人の利用があった。
相談機能については、随時相談及び電話相談にて前年比1.12
倍にあたる14,362件の相談に応じた。
子育て支援センターにおける役割を達成したというところか
ら、達成状況をAとする。
子育て家庭に対する支援のニーズは多様化しており、既存の
事業の充実とともに新たな事業の実施を検討し、引き続き安
心して子育てができる支援体制の構築に努める。

予約制を廃止したところ、前年度比1.43倍にあたる24,291
人の利用があり、コロナ禍以前の令和元年度の利用水準まで
戻すことができた。
また、1,685件の子育て相談及び10,017件の子育て情報提
供を行った。
つどいの広場事業の役割を概ね達成していることから、達成
状況をAとする。
今後も地域の身近な親子の交流の場として、４か所それぞれ
のニーズや特徴に合わせた広場が展開できるように支援を
行っていく。

地域の身近な児童館等の施設合計２３か所で、親子が自由に
集い、子育て相談や交流ができる場として「♪あいあい
♪」、「きらきら☆ぼし」を実施し、3,138人の利用があっ
た。
継続的に親子の居場所を確保することができた。今後は親子
の居場所の確保だけではなく、より居心地のよい場所を目指
すことを踏まえ、子育てボランティアの人材育成および確保
を行っていく。
定期的な開催および、親子の居場所の確保ができた事から、
達成状況をAとする。

子育て企画課
つどいの広場の委託業者との連携・情報共有を行い、子育て
家庭のニーズを把握し、困りごとの早期発見・対応につなげ
ます。

子育て支援センターにおける利用者の相談内容や様子から保
護者の抱える様々な困難を発見し、気持ちに寄り添いながら
受けとめ、必要に応じて専門的な支援につなぎます。また、
地域における巡回子育てひろば等の充実を図ります。

子育て企画課
情報発信のさらなる充実を行います。子育て支援が身近にあ
ることを知ってもらい利用につなげていきます。

9
子育てふれあいコーナー事業
の推進

子育て企画課
遊びをとおして、気軽に相談できることで子育てに対する不
安や悩みを軽減するとともに、親子の交流の促進を図りま
す。

11 保育所・幼稚園等での相談

安心して子育てができるよう、０歳児から小学６年生までの
子どもがいる家庭を対象として、地域の人たちによる会員相
互援助組織「藤沢市ファミリー・サポート・センター」を運
営し、保護者の仕事と育児の両立等を支援します。

12
ファミリー・サポート・セン
ター事業

子ども家庭課

子育ての手助けを希望する方（おねがい会員）の多様なニー
ズに対応できるようにするため、広く事業の周知を行うこと
により、子育ての手助けができる方（まかせて会員）の増員
を図ります。

6
妊娠届によるハイリスク妊婦
の早期発見

健康づくり課
子育て給付課

産前産後の妊産婦の孤立化を防ぐため、困りごとに応じた相
談窓口を周知します。

7
子育て支援センター事業の充
実

子育て企画課

8 つどいの広場事業の充実

母子健康手帳交付時の面談や、保護者が提出する妊娠届出
書、母子保健アンケートの情報、妊婦健診の受診状況をもと
に、経済的不安や支援状況の発見の機会としています。母子
保健アンケートをもとに保健師による相談を行います。

地域の子育て支援拠点として、妊娠期から就学前までの子育
てに関する相談・情報提供・講習会の実施や子育てひろばの
開催など様々な子育て支援事業を行います。

子育てに対する不安感の軽減を図るため、主に乳幼児をもつ
子育て中の親と子の交流や子育てアドバイザーによる子育て
相談、地域の子育て情報の提供などを行います。

保育課
保育所等入所申込時における保育課窓口での相談のほか、保
育所・幼稚園等への入所後に施設長等が相談を受けた場合に
おいて、関係機関と連携した対応を図ります。

藤沢市ホームページをとおした子育て情報発信のほかに、安
心して子育てができるよう、各種子育て支援サービスの情報
をまとめた冊子「ふじさわ子育てガイド」やスマートフォン
アプリを活用した「子育てアプリふじさわ」による情報発信
の充実を図ります。

地域子どもの家や児童館等において、保育士と子育てボラン
ティアによる子育て中の親と子の交流、情報提供、子育て相
談を実施します。

保育所・幼稚園等が保護者から相談を受けた場合、速やかに
関係機関と連携が図れるよう体制を整えます。

10
子育てに関する情報提供の充
実

B

A

A

藤沢市の子育て支援に関する情報をまとめた「ふじさわ子育
てガイド」を7,000部発行し、転入届時や出生届時に周知を
行った。
また、市ホームページや「子育てアプリふじさわ（母子
モ）」を活用し、子育て支援に関する情報発信を行った。
「子育てアプリふじさわ（母子モ）」の登録者数は年々増加
しており、前年度比1.07倍の9,314人となった。
市ホームページや「子育てアプリふじさわ（母子モ）」を通
して、子育て支援に関する最新情報を引き続き発信してい
く。

保育コンシェルジュを配置し、入所申し込み時に、相談でき
る体制を整えている。また、日頃から市内保育所や幼稚園の
会合に参加するなど、顔の見える関係づくりに努め、施設長
等から相談を受けた際には、関係機関との速やかな連携によ
り情報共有を図るなど、早期解決を図った。

【実績】
・おねがい会員：6,671人　まかせて会員：926人　どっち
も会員：557人
・活動件数：11,056件

【課題と今後の取組】
　おねがい会員と比べて、まかせて会員が少ないため、将来
的に活動への影響が出ないよう、まかせて会員を確保してい
く必要がある。まかせて会員になるには研修会の受講が必要
であるが、今後もより多くの方に研修会を受講いただけるよ
う、適切な研修内容・時間を設定するとともに、様々な媒体
の広報を活用し、周知活動を行っていく。

A

B

B

A
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●施策方針１　「 気づく・受けとめる・必要な支援につなぐ 」

取組実績、課題及び今後の事業計画 事業
達成状況 事業の評価及び課題等

事業
達成状況

令和５年度
番号

施策の柱

取組の方向担当課 事業内容事業名

個別事業に対する評価

令和２年度から令和６年度（令和６年度見込みも含む）まで

柱
２
　
学
校
を
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー

ム
と
し
た
取
組
の
推
進

令和２年度は週1.5日配置が２６校、週２日配置が７校、令和
５年度には週1.5日配置を２２校、週２日配置を１１校とし、
相談対応の充実を図った。

小学生プログラムの実施もあり、小学生における相談支援教
室の利用は増えている。
今後も増加していくであろう不登校児童生徒への対応とし
て、相談体制や相談支援教室での活動の充実に努めていきた
い。

学校に配置したスクールカウンセラーの令和２年度の相談件
数は３７，２４９件、令和５年度は４３，４２１件となり、
より多くの相談支援を行った。
スクールソーシャルワーカーの令和２年度の対応ケースは１
３２ケース、令和５年度は１４７ケースとなった。さらに、
対応内容も複雑化、重複化しており、より丁寧な対応が求め
られている。今後は学校管理職からの電話での相談対応な
ど、より多くの学校への迅速な支援を行っていく必要があ
る。

関係各課、関係機関との連携により、外国籍児童生徒の就学
状況の把握に努めるとともに、就学案内を行った。また、新
入学の学齢の子どもの保護者には多言語による就学案内を行
い、就学機会の提供を進めた。（学務保健課）

住民登録窓口で住民登録の手続きをする際に、外国籍の子ど
もがいる場合は、就学の希望を確認し、希望する方に本課で
も就学手続きを案内した。子どもたちの日本語の状況や保護
者の要望から小学校の説明や日本語巡回派遣事業や日本語指
導教室の通級の案内なども行った。また、アセスメントを実
施する際に、保護者にも来校してもらい、日本語コーディ
ネーターが就学に関する相談も行った。
人権男女共同平和国際課が発行している「藤沢市日本語教室
MAP」を渡し、日本語指導の支援につなげた。
（教育指導課）

※評価はどちらの課もB

令和２年度の就学相談件数は２６６件、令和５年度は３００
件となり、就学支援委員会の参加人数も令和２年度は７２
人、令和５年度は１０５人と大幅な増加となった。年々、相
談ニーズは高まり、今後も増加が見込まれる。
相談件数や就学支援委員会の参加人数の増加だけでなく、相
談内容も依然と比べて複雑化・深刻化している。そのため、
より丁寧な対応が求められている。

教職員を対象に実施している夏の研修講座では、これまでい
じめ防止、支援教育、子ども理解、地域理解等の視点から研
修を実施してきた。令和２年度は、新型コロナ感染症拡大防
止の観点から秋以降に講座を厳選して実施した。令和３年度
に参加した教職員および市民は、のべ2,053人、令和４年度
は、のべ2,411人、令和５年度は、のべ1,959人（教育文化
講演会を含む）であった。令和６年度についても、ソーシャ
ルスキルトレーニング、自尊感情、性の多様性等をテーマに
した研修講座を開催することを予定している。

B

16

小学校・中学校での相談の充
実

B

B

B

B

教職員を対象にした研修会については、リモートと集合を併
用しながら、開催方法を工夫することで実施し、教職員の学
びを継続させることができた。
また、内容については、いじめ防止、支援教育等の研修内容
をキャリアステージに合わせて工夫し、受講者のニーズを取
り入れて実施した。
今後も「藤沢市立学校教職員人材育成基本方針」に則り、
キャリアステージに応じた研修を実施していく。
いじめ防止の研修については、学校のニーズに応じた内容と
なるよう努めた。

教育指導課

教育指導課

教育指導課
全教職員がカウンセリングマインドを持ち、児童生徒のサイ
ンを受けとめ、適切な支援を行うために、教育相談体制の充
実を図ります。

17 教職員研修の充実

就学支援相談の実施

教育指導課
学務保健課

14

15

学校において、児童生徒や保護者に対し、全教職員が様々な
機会を捉えて相談支援を行うにあたり、各学校に配置したス
クールカウンセラーと、対象となる児童生徒に関する課題に
ついてともに考えた。
本人の力だけでは解決できない問題を抱えている児童生徒に
対し、スクールソーシャルワーカーを派遣し、学校や関係機
関と連携しながら福祉的な支援も含めて家庭環境への支援を
行った。
来年度は管理職からの電話相談も受け付けていくことで、よ
り迅速な支援体制の充実を図る。

関係各課、関係機関との連携により、外国籍児童生徒の就学
状況の把握に努めるとともに、就学案内を行った。また、新
入学の学齢の子どもの保護者には多言語による就学案内を行
い、就学機会の提供を進めた。（学務保健課）

・住民登録窓口で住民登録の手続きをする際に、学齢期の外
国籍の子どもがいる場合は、就学の希望を確認し、希望する
方に本課でも就学手続きを案内した。
・小学校、中学校へ入学する学齢の外国籍児童、生徒の保護
者あてに、６カ国語で就学案内を作成し、就学申請書類とと
もに案内した。
・外国籍の子どもたちの就学事務手続きの際、子どもたちの
日本語の状況や保護者の要望から、小学校の説明や日本語指
導、日本語教室で通級指導の案内などを行った。
・日本語での説明が難しい場合には、やさしい日本語にて対
応した。
・人権男女共同平和国際課が発行している「藤沢市日本語教
室MAP」を渡し、日本語指導の支援につなげた。
・今後も引き続き丁寧な対応を行っていくとともに、小学校
への就学の対応には教育指導課で作成した、リーフレットを
活用・配布し案内していく。（教育指導課）

※評価はどちらの課もB

関係各課、関係機関との連携により、外国籍児童生徒の就学
状況の把握に努め、また、就学案内を行うとともに、新入学
の学齢の子どもの保護者には多言語による就学案内を行い、
就学機会の提供を進めます。

13
学校教育相談センターにおけ
る相談体制の充実

教育指導課

相談内容や学校生活の様子から、児童生徒・保護者の抱える
様々な困難を発見し適切な支援につなげます。
学校からの要請を受け、スクールソーシャルワーカーが関係
機関等との連携を図ります。

学校教育の充実に向けて、各種研修の充実を図ります。

児童生徒の学校生活への適応等を図るため、市立学校へのス
クールカウンセラーの配置やスクールソーシャルワーカーの
派遣、学校教育相談センターでの教育相談・就学相談及び相
談支援教室における不登校児童への相談支援を行います。

学校において、児童生徒や保護者に対し、全教職員が様々な
機会を捉えて相談支援を行います。また、スクールカウンセ
ラーやスクールソーシャルワーカー、関係機関と連携し、課
題を抱えた児童生徒に対する適切な対応を図ります。

外国籍の子どもたちの就学には、家庭への適切な支援の取組
が必要であり、関係各課が連携して支援を行うことで就学し
やすい環境を整えます。また、法的には就学義務のない外国
籍の学齢児童生徒に対しても就学案内を行い、就学保障に取
組みます。

相談窓口の設置と関係機関と
連携した体制づくり、外国籍
児童生徒の就学保障の取組

教育上特別な配慮を必要とする児童生徒に、就学相談を実施
します。

就学にあたり、子どもの実態や保護者のニーズに応じたきめ
細やかな対応に努めます。

いじめ防止、支援教育、子ども理解、地域理解等の課題解決
に向けた研修を充実させます。

B

センターに来所しての週6日（平日及び土曜日の午前中）の相
談、学校に配置したスクールカウンセラーによる相談（小学
校に週1.5日配置を２２校、週2日配置を１１校）や、学校か
ら要請を受けてスクールソーシャルワーカーを派遣し、学校
生活や児童生徒の抱える課題への支援の充実を図った。

就学先の選択から入学後の支援まで、幼児の状況を観察しな
がらきめ細かい相談支援を行った。就学支援委員会を１０
回、相談支援教室への相談依頼１１７人に対応した。
　
相談支援教室にて、年間を通して小学生プログラムを実施し
た。不登校児童生徒への相談支援充実のため、相談支援教室
の環境整備に引き続き努める。

教育上特別な配慮を必要とする児童生徒の実態や保護者の
ニーズを把握して、きめ細かな対応に努め、３００ケースの
就学相談に対応した。
就学支援委員会は年１０回開催した。
令和６年度も就学支援委員会を年１０回開催し、実際に子ど
もの様子を見て審議を行う予定である。

B

B

B

B
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●施策方針１　「 気づく・受けとめる・必要な支援につなぐ 」

取組実績、課題及び今後の事業計画 事業
達成状況 事業の評価及び課題等

事業
達成状況

令和５年度
番号

施策の柱

取組の方向担当課 事業内容事業名

個別事業に対する評価

令和２年度から令和６年度（令和６年度見込みも含む）まで

柱
２
　
学
校
を
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー

ム
と
し
た
取
組
の
推

進

柱
３
　
切
れ
目
な
い
相
談
支
援
の
充
実

小学校新１年生となる未就学児童の保護者に対し、就学時健
康診断通知送付時、転入時、就学指定校通知送付時などに周
知を重ねることで、就学援助制度（就学前支給）が必要な家
庭への支援につなげることができた。
また、就学援助制度の案内について、文章及びレイアウトを
工夫し、支援につながりにくい家庭にも、制度の内容が伝わ
るよう、わかりやすい周知を徹底した。

令和２年度　実施なし
令和３年度　実施なし
令和４年度　中学校１校　2年生103人対象　実施
令和５年度　中学校３校　2年生238人、３年生272人対象
実施

令和4年度より教育を実施することができた。教育指導課の協
力のもと各学校へ周知を行い、令和５年度には中学校３校よ
り依頼をいただいた。ストレスとの付き合い方や誰かに相談
することの大切さを知ってもらう機会となり、一人でも多く
の生徒たちが将来的にもこころの健康を保っていけるよう、
引き続きSOSの出し方に関する教育を広く実施していく必要
性がある。

【評価】
母子保健事業において把握した未把握児および妊婦、乳幼児
健診未受診者に対して電話、文書送付、訪問等を実施し、状
況把握に努めるとともに、児童福祉の主管課と定期会議を持
ち、方針検討を行い、必要な場合児童福祉、関係機関と連携
を図り支援を行った。
令和5年2月から伴走型相談支援事業を開始し、妊娠期から支
援が必要な家庭の早期発見・支援につながった。
こども家庭センター開設に向けて、連携のあり方について話
し合いの機会を定期的に持った。
【課題】
妊娠期からの、早期発見・支援につなげるため、妊娠届出時
面談の充実や、面談未実施者へのアプローチ方法を模索して
いく必要がある。
母子保健・児童福祉の両側からの円滑な支援につながるよ
う、母子保健の立場からこども家庭センターとしての役割を
検討していく

様々な家庭の事情に鑑みながら、それぞれの家庭の状況に応
じて必要な情報提供や支援を行った。令和6年度からは「こど
も家庭センター」を設置し、全ての子育て家庭と妊産婦に切
れ目のない支援を提供できるよう、引き続き関係機関を連携
しながら支援を行っていく。

【評価】
第２期放課後児童クラブ整備計画どおり、放課後児童クラブ
の整備を進めることができている。
【課題】
上記計画に沿って児童クラブ整備を進めているが、一部小学
校区において予測を上回る需要がある。現状を把握し整備を
進め、待機児童の解消を目指すとともに、運営事業者と連携
し適切な支援が行き届く環境を整える。

母子保健事業の中から、虐待のリスクの高い状況を早期に把
握し、関係機関との連携により、子どもの安全と心身の健や
かな発育・発達を支援します。

A

A

B

こんにちは赤ちゃん事業における未把握児及び乳幼児健診未
受診者に対して文書送付や家庭訪問等を行い、母子の状況把
握に努めるとともに、定期的に要保護児童対策地域協議会の
主管課である子ども家庭課と会議をもち、虐待リスクの高い
児の早期発見・早期介入を図った。
必要な場合、児童福祉関連機関との連携を図り、支援を行っ
た。
子育て期の孤立化や育児負担による養育困難な状況を早期に
把握するため、妊娠届出書や妊婦健診・出産医療機関との連
携により、養育困難家庭の早期発見に努め、保健指導や支援
を行った。

子どもの養育に困難を抱える家庭についての相談に対し、保
育士、保健師、心理職等の専門性を活かした指導・助言を行
うとともに、個々の家庭状況に応じ、活用できる社会資源の
情報提供や関係機関との連絡調整など、課題の解決に向けた
継続的な福祉的支援を実施します。
特に支援が必要な家庭に対しては、藤沢市要保護児童対策地
域協議会の構成機関と連携して支援を実施します。

放課後、保護者が就労などの理由により不在となる家庭の児
童の健全育成、保護者の子育て支援、就労支援を図るため、
放課後児童クラブの充実を図ります。

【実績】
　児童の家庭における安定と児童福祉の向上を図るため、児
童や保護者等から相談を受け、専門的な指導・助言を行うと
ともに、必要な情報提供や支援につなげた。
・子ども・子育ての相談件数・・・903件

【課題と今後の取組】
　令和６年４月施行の改正児童福祉法において、児童福祉部
門の「子ども家庭総合支援拠点」と母子保健部門の「子育て
世代包括支援センター」の果たしている機能・役割を維持し
ながら、組織を一体的に運営し、支援強化を図る「こども家
庭センター」を設置することが市町村の努力義務となり、藤
沢市でも令和６年４月に設置している。「こども家庭セン
ター」を設置することで、より丁寧かつきめ細やかな支援を
行っていく。

子ども家庭総合支援拠点として、子どもや保護者等から受け
た相談について調査や実情の把握に努め、必要な情報提供や
指導及び助言を行うとともに支援につなげます。

20
母子保健からの児童虐待予防
及び早期対応

健康づくり課

18
就学援助制度の周知（就学前
支給）

学務保健課

就学援助を必要とする家庭に支援が行き届くよう、制度や申
請手続きなどの周知をはじめ情報提供を行います。特に小学
校へ入学する子どもがいる家庭には、個別の案内、周知を行
い、支援につなげます。

21
子ども家庭総合支援拠点の運
営

子ども家庭課

19
児童生徒のSOS の出し方に
関する教育

保健予防課
教育指導課

放課後児童健全育成事業

経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に
対し、入学準備金、学用品費、修学旅行費、社会見学費、医
療費、学校給食費、めがね購入費、卒業アルバム費などを援
助します。

いのちを支える自殺対策における取組として、小•中学生を
対象に、専門のプログラムに沿って、地域の保健師が学校に
出向いて授業の一環として実施します。

22 青少年課
放課後児童クラブでの生活における気づきに注意し、必要に
応じて学校や地域住民で構成される運営委員会等につなぐこ
とで、子どもの支援を行います。

A

A

B

A

B

保健所と学校が連携しSOS の出し方に関する教育の実施に向
けて検討を進め、児童生徒自身が誰かに相談したり、助けを
求められる体制を整えていきます。

放課後の子どもの安全・安心な生活の場として、子どもの支
援を行うことができた。今後も放課後児童クラブの拡充を図
るとともに、適切な支援を継続して行う。

A

B

母子保健事業における虐待や生活困窮等他機関の支援を必要
とされる状況を把握した場合には、関係機関と連携を図り、
対応について協議し、子どもの安全を確保し、発育発達に関
する支援につなぎます。

令和６年4月に小学校新1年生となる未就学児童の保護者に対
し、就学時健康診断の通知に併せて、小学校入学準備金支給
事業のお知らせと申請書を対象全世帯へ送付したほか、転入
者で該当児童のいる世帯へも随時書類を送付した。また、小
学校新１年生の保護者全員へ就学指定校通知を送付する際、
小学校入学準備金支給申請の漏れがないか案内文を同封し重
ねて周知を行った。

・SOSの出し方教育：
中学校３校　計510人（2年生238人、3年生272人）に実
施。
・教職員向けゲートキーパー養成研修：７回実施

ストレスとの付き合い方や誰かに相談することの大切さを
知ってもらう機会となり、一人でも多くの生徒たちが将来的
にもこころの健康保っていけるよう、引き続きSOSの出し方
教育を広く実施していく必要性がある。また、生徒からの
SOSを適切に受け止められるよう教職員向けの対応研修とし
て、教職員向けゲートキーパー養成研修も実施した。
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●施策方針１　「 気づく・受けとめる・必要な支援につなぐ 」

取組実績、課題及び今後の事業計画 事業
達成状況 事業の評価及び課題等

事業
達成状況

令和５年度
番号

施策の柱

取組の方向担当課 事業内容事業名

個別事業に対する評価

令和２年度から令和６年度（令和６年度見込みも含む）まで

柱
３
　
切
れ
目
な
い
相
談
支
援
の
充
実

【評価】
青少年の健全育成に関する多岐にわたる分野の研修を実施す
ることができた。講義形式の研修のみならず、ゲーム指導研
修なども行い、新任指導員と再任指導員の交流や、地域をま
たいだ情報交換をする機会ともなった。
【課題】
現状開催日時が平日となっており、仕事をしている傍ら引き
受けている青少年指導員が多い中で、以前よりも出席率が下
がってしまっている。研修を撮影しアーカイブ配信を行って
いるが、視聴実態が見えないことや、他地区の指導員との親
睦を深める意図があるゲーム指導研修においては、欠席者が
多いことにより効果が下がっている現状がある。研修の実施
日時や、青少年指導員の活動全体のバランスを見て、今後調
整する必要がある。

【評価】
地域のパトロールを実施する中で、青少年に対して積極的に
声かけを行うことで、問題行動の早期発見をすることができ
た。また、街頭指導キャンペーンや青少年夏期特別街頭指導
パトロールを関係団体と行うことで、連携力も高めるととも
に情報交換をすることができた。
【課題】
青少年のおかれている状況の変化に伴い、青少年の行動も変
化している。深夜外出や非行等の目に見える問題行動のみな
らず、SNSトラブルや特殊詐欺等の目に見えにくい青少年の
行動をどのように防止するかが課題である。

【評価】
長期間、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により既存の
放課後子ども教室事業の実施について活動自粛となるなど、
実施小学校との連携強化にとどまっていたが、令和５年度は
２校の新規設置に向け、関係機関と調整し試行実施を行うこ
とができた。
【課題】
設置校の拡大において、実施場所や担い手の確保が大きな課
題である。拡大にあたっては、学校や地域の意見を取り入
れ、保護者及び児童・従事者が安心して活動できるよう検討
を重ね、適切な運営につなげる。

【青少年会館】
引き続き、令和６年度も子育て世代の保護者、子ども・幼児
が参加できる事業を実施しつつ、地域コミュニティーとの連
携により手厚い支援を図る。
【少年の森】
新型コロナが第5に移行されたことにより、各プレーパークの
定期開催の回数を増やし、来園者に声掛けすることで参加を
促し、園内で過ごす時間の充実化を図った。引き続き、リ
ピーターや口コミによる新たな参加者を増やしていく。
【児童館】
引き続き、親子を対象とした定期的な月間や年間事業に取り
組んでいく。
【地域子どもの家】
引き続き、市子育て企画課の実施する「子育てふれあいコー
ナー」の会場提供等を実施。
【その他】
「親子ふれあいコンサート」は、藤沢市民会館大ホールで実
施しているが、令和8年度から施設整備に入ることから利用で
きなくなるため、実施場所が課題となる。

青少年を取り巻く環境の浄化活動を推進するため、学校・家
庭・地域・警察・関係機関等と連携した取組を進めます。ま
た広く市民に対して、健全な社会環境と非行防止について関
心を持ってもらえるよう事業をとおして啓発します。

保護者と子ども・乳児が参加できる事業を実施することや、
見守りを行う地域住民を通じ、子どもの変化等の気づきを共
有することによって、子どもの支援を行います。

青少年指導員の育成を図り、地域における健全育成活動を推
進するため、青少年指導員を対象に研修行うとともに、青少
年の育成事業を実施します。

青少年の問題行動を早期に発見し、非行防止を図るため、青
少年指導員、街頭指導員、特別街頭指導員が巡回し、青少年
に声をかけて指導を行います。また、青少年の深夜外出や喫
煙・飲酒・薬物乱用などの非行防止に向け、夏休み期間中に
警察関係団体・青少年関係団体等と協力して夜間パトロール
を行い、啓発・指導を行います。

【青少年会館】
地域の子育て拠点として定期的に体育室を開放し、子育て中
の保護者の親睦を深める場の提供と、親子の絆やコミュニ
ケーションの充実を図る事業（リトミック・体育など）を実
施。
【少年の森】
来園者の来園目的上位である「昆虫採集」ができない時期で
も足を運んでいただけるよう、令和5年度冬季から毎開園日に
「たき火」を開催。親子来園者数増やアンケート記入に繋
がっている。たき火の期間を冬季だけではなく拡大し、引き
続き周知を行っていく。
【児童館】
未就学児と保護者を対象とした体操やお話会等を毎週実施。
また月1回、市子育て企画課(保育士)による育児相談「あいあ
い」も実施した。
各児童館で実施している「おまつり」は有志の小学生ボラン
ティアが実行委員会を結成し、各児童館の指導員や運営委員
が見守る中、おまつりの内容を企画検討し、実施した。
【児童館】
市子育て企画課の実施する「子育てふれあいコーナー（きら
きらぼし）（あいあい）」の会場提供等を実施している。地
域子どもの家の見守る人が保護者より子育て相談を受けるこ
ともあった。
【その他】
毎冬、親子・異年齢の青少年のふれあいの場として「親子ふ
れあいコンサート」を実施。（817人参加）

既存の放課後子ども教室においては、コロナ禍で縮小してい
た事業をコロナ禍以前の形式に戻し、実施日及び利用人数を
増加させることができた。また、令和5年11月から新たに2
校で試行実施を行い、いずれの放課後子ども教室においても
適切に運営を行った。
〇小糸小学校　　　開所日数：185日　延べ利用児童数：
2,767人
〇亀井野小学校　　開所日数：107日　延べ利用児童数：
3,162人
〇富士見台小学校　開所日数：27日　延べ利用児童数：594
人
〇御所見小学校　　開所日数：14日　延べ利用児童数：342
人
〇善行小学校　　　開所日数：14日　延べ利用児童数：318
人

地域の青少年に対して声かけを行うとともに、地域を巡回す
ることにより問題行動の早期発見に努めた。また、青少年指
導員協議会等と連携・協力し、街頭キャンペーンによる啓発
活動を実施した。
○街頭指導実施回数　青少年指導員315回　昼間街頭指導員
1,329回　夜間特別街頭指導員75回
○指導件数　昼間　のべ145件（内女子42件）夜間　のべ
1643件（内女子731件）
○キャンペーン参加人数　7月3日 31人・4日　33人
                        　　　    12月4日　藤沢23人　辻堂13
人・12月5日　26人・3月14日　21人

青少年課

26
地域子どもの家・児童館等青
少年施設の充実

青少年課

青少年指導員育成事業23

放課後などに小学校の余裕教室などを活用して、子どもたち
の安全・安心な居場所（遊び場）を設け、地域住民の参画を
得て、子どもたちが地域社会の中で心豊かで健やかに育まれ
る環境づくりを推進します。

青少年施設（地域子どもの家・児童館・青少年会館・少年の
森・SL 広場）の整備を進めるとともに、適切な管理運営を図
り、地域における子どもたちの安全・安心な居場所を提供し
ます。また、各施設を拠点とした青少年の自立と社会参加を
推進する事業を実施します。（本事業は、出資法人である
（公財）藤沢市みらい創造財団が実施しています。）

24 非行防止推進活動 青少年課

B

25 放課後子ども教室推進事業 青少年課
放課後の子どもの居場所の充実を図るとともに、見守りを行
う地域住民を通じて子どもの変化といった気づきを共有する
ことにも留意し、支援を行います。

学校からの推薦を受けた子育て世代の新任指導員だけでな
く、現任の指導員に対しても研修を通じてスキルアップを図
り、健全育成活動ができるように地域のサポート事業を行い
ます。

青少年指導員が青少年の健全育成に関する知識の習得を図る
ことを目的とした研修会を実施した。
〇全体研修会　6月　129人・11月　101人
〇理事研修　21人

B

B

B

B

A

A A
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●施策方針１　「 気づく・受けとめる・必要な支援につなぐ 」

取組実績、課題及び今後の事業計画 事業
達成状況 事業の評価及び課題等

事業
達成状況

令和５年度
番号

施策の柱
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柱
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目
な
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談
支
援
の
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【評価】地区福祉窓口における子ども・子育てに関する手続
き・相談は、令和２年度が１５,３８０件・令和３年度が１６,
００１件・令和４年度が１４,７９６件・令和５年度が１３,３
７８件と減少傾向にあるが、これは、電子申請等による申請
方法が定着してきていることによるものだが、地区福祉窓口
での対面の相談は一定数ある。
【課題】複合的な相談も増えてきており、困難性が増してい
る。それ故か、短期間で離職をする地区福祉窓口相談員も増
えている。

【評価】
新型コロナウイルス感染症の影響で、生活が急変した世帯か
らの相談が増加した。相談を通じて、世帯全体の課題を整理
し、必要な情報提供及び支援を行った。
令和2年度から令和5年度までの相談件数としては、直営
6,046件、委託（社会福祉協議会）6,393件であった（相談
件数のため、４年間の実績のみを記載）。
【課題】
課題が多様で複雑化しているため、関係機関で連携しなが
ら、包括的な支援が必要である。

令和２年度から令和４年度までは、新型コロナウイルスの影
響により対面での研修会や会議の開催が見送られ、例年通り
の交流は難しかったが、可能な範囲で地域の関係団体や相談
機関等との連携強化に努めた。令和５年度から児童福祉対策
部会と主任児童委員連絡会で研修会と視察研修を再開し、支
援活動に資する知識習得に務めた。令和６年度も研修会や主
任児童委員連絡会の開催を計画しており、引き続き、関係機
関との連携を強化していく。
民生委員・児童委員に比べ主任児童委員の認知度が低いこと
から、主任児童委員紹介リーフレットの配布等により、一層
周知活動に力を入れ、具体的な支援につなげる体制を強化し
ていく。

相談支援については障がい者人口の増加に対応するため、体
制の拡充や地域における、機関から機関への相談のつなぎ方
等について、委託相談支援事業所連携会議等において検討し
ているところです。事業周知にとどまらず、機関同士の連携
や制度整理を一体的に推進していきます。

【評価】「地区福祉窓口担当者会議」を毎月開催することに
よって、各担当課等からの連絡および各地区福祉窓口から各
担当課等への質問を行うことで、日々の業務連絡が円滑に行
われている。また、各地区福祉窓口間の情報交換を行うこと
で各地区福祉窓口の状況も確認しあえている。
【課題】年々、各担当課等からの業務量が増えてきている。
複合的な相談も増えてきており、困難性が増している。それ
故か、短期間で離職をする地区福祉窓口相談員も増えてい
る。

市民センター及び村岡公民館に地区福祉窓口を設置し、福祉
や保健、子ども・子育てに関する手続き、相談及び情報提供
を行います。

地区福祉窓口と担当課にて、毎月１回「地区福祉窓口担当者
会議」を行っている。（令和５年度は、５月及び１１月の
「地区福祉窓口担当者会議」は、議題数の関係で開催せず、
計１０回の開催。）この会議の中では、各担当課からの連絡
及び各地区福祉窓口から各担当課等への質問を行っている。
また、各地区福祉窓口間の情報交換もこの会議で行ってい
る。
その他に、「地区福祉窓口現任相談員研修」を年１回行って
いる。この研修は、各地区福祉窓口から相談員全員が参加
し、講義内容について研鑽をすることによって職員の資質向
上を図ってる。
令和６年度についても、同様に行っていく予定。

B

相談件数としては、直営880件、委託（社会福祉協議会）
1,018件であった。（令和４年度：直営997件、委託909
件）
進学費用の相談等、子どもをきっかけとして世帯の課題が見
える場合もある。しかし、課題も多様で複雑化しているた
め、支援対象を世帯全体としつつ、それぞれの課題に丁寧に
向き合いながら、個別性を重視し対応していく。

28

各地区定例会や、主任児童委員連絡会の席で委員間での情報
共有やケースの検討をし、共通理解を深めます。主任児童委
員連絡会や研修会等で、関係相談窓口と意見交換をする機会
を設け、連携を強化することで具体的な支援につなげます。

29

申請等の諸手続きとともに、初期対応型相談窓口として生活
上の多様な相談に対応しながら、地域の支援機関や活動団体
等との連携の要となるよう体制を整えます。

27

30

福祉総合相談を行う中で、生活上の困りごとはあるが相談窓
口につながりにくい方々に対して、地域の関係機関や地域活
動団体等と連携して、子どもの生活状況についても把握し、
必要な相談支援が届くよう体制の充実強化を図ります。

生活困窮者自立支援の充実
地域共生社会推
進室

生活に困窮している世帯への支援において、それぞれの抱え
る課題が多岐にわたり複合的であることに留意し、まずは
困っている状況を受けとめ、課題を整理し、課題解決に向け
た支援策を提案し、自立に向けた伴走的支援を行っていきま
す。

自立相談支援事業を通じ、バックアップふじさわ、バック
アップふじさわ社協（CSW の配置）により、生活に困窮して
いる方が抱える多様で複合的な問題について相談に応じ、必
要な情報提供及び助言を行うとともに、様々な支援を一体的
かつ計画的に行うことにより自立の促進を図ります。

生活上の悩み、子育てや医療など多岐にわたる総合的な相談
に対応するため、相談体制の充実と、相談業務に従事する職
員の資質向上を図るとともに、地区福祉窓口業務における市
民センター、村岡公民館と関係各課との連絡調整等を行いま
す。
福祉総合相談を行う中で、生活上の困りごとを抱えながらも
相談窓口につながりにくい方々に対して、地域の関係機関や
地域活動団体等と連携して、子どもの生活状況についても把
握し、必要な相談支援が届くよう体制の充実強化を図りま
す。

地域共生社会推
進室

地区福祉窓口相談員が、多岐にわたる様々な相談に対応する
ため各市民センター及び村岡公民館と、関係各課と情報共有
や連携を行うとともに、職員の資質向上に向けた研修機会の
充実を図ります。
また、福祉総合相談を行う中で、子どもを取り巻く環境か
ら、その世帯の課題を整理し、必要な支援につなぎます。

地域での相談・連携の取組
（民生委員児童委員、主任児
童委員との連携）

福祉総務課

31 障がい者相談支援事業 障がい者支援課
多様な相談ニーズに対応するため、障がいに係る相談支援体
制の充実を図り、身近な場所で必要な情報や支援をワンス
トップで得られる環境の整備を図ります。

地域福祉における手続・相談
体制の充実

地域共生社会推
進室
（市民セン
ター・公民館）

福祉総合相談支援の充実

障がいのある方やその家族に対し、障がい福祉サービスを利
用するために必要な情報提供や関係機関との調整等、障がい
に関する様々な相談に対応することで、自立した日常生活又
は社会生活を営むことができるよう支援します。

A

B

A

C

令和5年度相談件数の実績（７事業所合計）：15,650件（訪
問：2,673件、来所：2,542件、電話等：10,435件）
障がいに関する総合相談窓口を市内に4事業所、専門相談窓口
を3事業所設置することで相談支援体制の充実を図り、身近な
場所で必要な情報や支援をワンストップで得られる環境の整
備を行いました。
市民周知を図ることが課題であり、今後はより身近な存在と
なるため、地域における連携及び普及啓発に取り組みます。

地区の民児協定例会において情報共有を行った。また、民生
委員・児童委員向けの主任児童委員の活動理解のためのハン
ドブックを作成した。主任児童委員連絡会を年４回開催し、
市子ども家庭課虐待相談員と神奈川県中央児童相談所児童福
祉司との情報交換や事例検討等により、知識を深め、共通理
解の促進に務めた。市民児協では、児童福祉対策部会と主任
児童委員連絡会で研修会と視察研修を実施し、市の取組や複
雑化する児童福祉をめぐる問題に対する支援について学び、
理解を深めた。
市内小学校や子育て応援メッセで「主任児童委員紹介リーフ
レット」を配布し、主任児童委員の周知啓発に取り組んだ。

A

C

A

A

地区福祉窓口における子ども・子育てに関する手続き・相談
は、1３,３７８件であった。（令和４年度　1４,７９６件）
児童手当の電子申請・現況届郵送手続等申請方法が充実し、
定着してきていることから件数は年々減少している。引き続
き手続き業務や相談業務の充実を図っていく。

A

8



●施策方針２　「子どもの医療や障がいに関する相談・支援を充実する」

取組実績、課題及び今後の事業計画
事業

達成状況 事業の評価及び課題等
事業

達成状況

柱
１
　
子
ど
も
の
医
療
へ
の
受
診
支
援

個別事業に対する評価

ひとり親家庭等の医療費を助成することにより、経済的負担
を軽減し、生活の安定と健康の増進を図ることができた。今
後もホームページ等で制度案内を行い、制度周知を継続して
いく。

令和5年4月から中学生の所得制限を撤廃し、令和6年4月か
らは助成対象年齢を18歳まで拡大したことにより、令和6年
の助成対象者が令和2年の54,818人から約10,000人増の
65,000人程度となることを見込んでおり、すべての子ども
が等しく医療を受けられる環境が整備できると考えている。
今後も住民異動の手続き等にて申請漏れのないよう、未申請
者への申請勧奨や広報等による制度周知を継続していく。

評価：乳児健診での電話相談対象者数は減少しているが、4か
月児健診での母の心身から電話相談し、継続になる数は増え
ている。幼児健診では、新型コロナウイルス感染症対策のた
め、令和2年から令和5年4月まで相談を当日相談、後日相談
に分け実施していたが、令和5年5月から当日相談の人数制限
を緩和したことに伴い、令和5年度の相談数は急増している。
これは感染症を心配し、相談を控えていた保護者が相談しや
すくなったためと思われる。
課題：新型コロナウイルスで相談を控えていたこともあり、
SNS等から情報を得て、専門職による相談を控えていた保護
者が増えていると考える。児に対して、基本的な感染対策を
しながら、保護者が安心して相談できるよう対応方法の充実
が必要と考える。

対象児童の保険診療の自己負担分を助成することによって、
保護者の経済的負担の軽減と児童の健やかな成長に寄与し
た。
年度によって年間受診件数及び医療費が異なることから、年
間助成額も年度によって大きく異なる。
対象者が漏れなく申請できるよう、指定医療機関との連携強
化に加え、ホームページ等で制度周知を行っていく。

小児慢性特定疾病医療費助成制度の認定を受け、在宅で日常
生活を営むことに支障のある方に対し、日常生活用具の給付
を行うことにより、日常生活の便宜を図った。また、今後も
神奈川県と連携し、小児慢性特定疾病申請者及び受給者に対
する医療給付手続きの経由事務を継続していく。

入院に係る医療費及び食事代の助成を行うことにより、保護
者の経済的負担の軽減に寄与した。
対象者が漏れなく申請できるよう、指定医療機関との連携強
化に加え、ホームページ等で制度周知を行っていく。

評価：年間約16,000件の相談実績があり、健康、医療、育
児、介護、精神保健等、通常窓口が異なる相談を24時間毎日
の体制で一度に相談できる事業であり、件数から見ても相談
事業として成果があったといえる。
課題：コロナ禍で応答率の低下した期間があった。相談の増
加やコールセンターの人材確保難が要因であるが、令和6年度
からはWebやFAXによる相談受付を開始するとともに、応答
率が悪化した際には、検証を行ったうえで対策を講じるよう
仕様書等の改定を行っていく。

小児慢性特定疾病医療費助成の対象児童に対し、日常生活用
具を給付します。

身体の発育が未熟なまま出生した乳児に必要な入院に係る医
療費の給付を行います。

相談者が抱える問題を専門スタッフが聴き取ることにより、
不安を解消できるよう努めます。また、必要な医療機関等の
情報提供を行います。

２４時間３６５日、保健師等の専門スタッフが健康相談・医
療相談・育児相談・介護相談・メンタルヘルス相談・医療機
関情報提供等について電話で対応します。

A

育児・しつけに関する相談が70件、母子健康（育児の不安や
心配事等）に関する相談が38件あった。引き続き、相談者の
不安を解消できるように情報提供を行う。

B

32
ひとり親家庭への経済的支援
（医療費助成）

０歳から中学校３年生までの児童の入通院に係る医療費の助
成を行った。
○年間延べ対象者　663,173人
　年間助成件数　1,011,954件
　年間助成額　2,159,013,154円
令和６年４月から助成対象年齢を18歳まで拡大

４か月児健診、９～１０か月児健診、１歳６か月児健診、２
歳児歯科健診、３歳６か月児健診等の、乳幼児健診の機会を
捉え、保健師による相談を行っています。未受診者に対して
も、相談できるよう働きかけます。

障がい児等の健全な育成を図るために必要な医療の給付を行
います。

事業内容

母子家庭、父子家庭、父母のいない子どもの養育者家庭など
ひとり親家庭等に、医療費の助成を行います。

母子保健法に基づき、2,000グラム以下の乳児、又は医師が
養育を必要と認めた乳児に対し、入院に係る医療費及び食事
代の給付を行った。
〇受給者数　90人
　年間受診件数　２３８件
　年間助成額　２５，３４０，９７４円

施策の柱

担当課事業名

各種乳幼児健診をとおして、子育て期の生活の状況を把握す
ることで、困りごとに関する早期の情報把握に努め、適切な
情報提供と早期対応に心がけます。

36 未熟児養育事業

必要な医療の給付を行うことにより、障がい児等の健全な育
成を支援します。また、育成医療受給者証は申請に基づき交
付されるため、申請漏れのないよう、指定医療機関との連携
強化を図ります。

34

再掲
4

育成医療給付事業

37 ふじさわ安心ダイヤル24

子育て給付課

地域保健課

子育て給付課

身体の発育が未熟なまま出生した乳児に必要な入院に係る医
療費の支援を行います。また、申請漏れのないよう、指定医
療機関及び関係部署との連携を密にし、必要な入院に係る医
療費の給付を行います。

番号 取組の方向

子育て給付課

ひとり親家庭等に医療費の助成を行うことにより、必要な医
療を受けやすくします。また、福祉医療証は申請に基づき交
付されるため、申請漏れのないよう、住民異動手続きや児童
扶養手当申請時に制度周知を行います。

令和５年度 令和２年度から令和６年度（令和６年度見込みも含む）まで

A

A

B

A

A

A

B

ひとり親家庭等への入通院に係る医療費の助成を行った。
〇年間延べ対象者　59,354人
　年間助成件数　78,118件
　年間助成額　210,426,119円

A

対象児童に対する日常生活用具の給付を行うことにより、日
常生活の便宜を図った。また、今後も小児慢性特定疾病申請
者及び受給者に対する医療給付手続きの経由事務を継続して
いく。
○小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業
給付件数　3件
助成額　191,330円
経由事務送付件数　299件

A

A

乳児健診では、児の事故や母の心身の状況を把握し、地区担
当保健師による電話相談等の支援を行った。4か月児健診フォ
ロー：285人（母の心身118人、児の発育・発達88人・そ
の他（健やか親子21アンケート結果）79人）、９～10か月
児健診フォロー：286人（母の心身138人、児の発育・発達
72人・その他76人）

B

育成医療による治療を必要とする児童に対し、認定・給付を
行った。
○支給認定件数　10件
　年間受診件数　35件
　年間助成額　499，362円

A

中学校修了前までの児童の入通院（中学生は所得制限有。保
護者の所得が児童手当の所得制限限度額未満）の医療費の助
成を行います。

小児慢性特定疾病児童に対す
る支援

33 小児医療費助成事業 子育て給付課

医療費の助成を行うことにより、必要な医療を受けやすくし
ます。また、小児医療証は申請に基づき交付されるため、申
請漏れのないよう、住民異動手続きとの連携や、未申告者へ
の申請勧奨のほか、広報等による制度周知を行います。

健診後の支援のための相談事
業

35 子育て給付課
小児慢性特定疾病医療費助成の対象児童に対し、日常生活用
具を給付します。また、日常生活用具は申請に基づき給付さ
れるため、申請漏れのないよう、制度周知を行います。

健康づくり課
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●施策方針２　「子どもの医療や障がいに関する相談・支援を充実する」

取組実績、課題及び今後の事業計画
事業

達成状況 事業の評価及び課題等
事業

達成状況

個別事業に対する評価

事業内容
施策の柱

担当課事業名番号 取組の方向
令和５年度 令和２年度から令和６年度（令和６年度見込みも含む）まで

柱
１
　
子
ど
も
の
医
療
へ
の
受
診
支
援

柱
２
　
障
が
い
児
等
の
相
談
・
支
援
の
充
実

精神保健相談対応件数
令和２年度　相談4,753件、訪問105件
令和３年度　相談3,977件、訪問75件
令和４年度　相談3,577件、訪問152件
令和５年度　相談3,511件、訪問166件
精神保健に関する相談は減少傾向にある。要因として、SNS
相談等こころの相談ができる機関が増え、相談者が相談内容
に合わせて相談形態を選ぶことができるようになったからで
はないかと思われる。訪問件数は増えており、アウトリーチ
を積極的に行えている。今後の方向性として、支援が必要な
方に必要な支援が届くよう相談先の周知啓発は継続して行
い、関係機関とも連携して重層的な支援を行う。

障がいのある方は年々増加傾向にありますが、それに対応
し、医療に関わる経済的負担を軽減することで、保健の向上
と福祉の増進を図ることができました。
【受給者人数】
令和２年度　11,904人
令和３年度　12,076人
令和４年度　12,062人
令和５年度　12,099人
令和６年度　12,314人

計画期間（令和２年度～令和5年度）の進歩状況
・新規相談　2,467人
・個別相談実人数　5,730人
・サポートファイル配布数　1,074冊

令和6年度こども家庭センターの設置に伴い、母子保健機能と
児童福祉機能による相談・支援を一体的に実施できるよう、
各関係機関との連携を強化していく。
今後はサポートファイルをより活用しやすくするために、配
布対象の見直しや、中身の改変へ向けて取り組む。

利用者数が増加する中、障がい児やその家庭のニーズを把握
し、適切なサービスを受けられるよう支給決定を行うことが
できた。引き続き、事業所と連携してサービスの充実・質の
向上を図っていく。

【実績】
１．障がい児通所支援サービスの利用実績
・児童発達支援　587人（前年度比＋83人）
・放課後等デイサービス　１，００８人（前年度比＋99人）
・保育所等訪問支援　58人（前年度比＋20人）

２．相談支援専門員による障がい児支援利用計画の作成実績
314人（前年比＋19人）
（※令和6年３月時点）

【課題と今後の取組】
　障がい児通所支援サービスの利用実績、相談支援専門員に
よる障がい児支援利用計画の作成実績は、全体的に増加傾向
にあり、また、それぞれ事業所の数も増加している。引き続
き、事業所と連携し、サービスの充実・質の向上を図る。

一人ひとりの特性や能力に応じた助言を行うとともに、家族
のニーズも考慮した適切な支援につなぎます。
また、発達に支援の必要な子どもに一貫した支援を行うた
め、サポートファイルの活用を進め、関係機関が連携した支
援に取り組みます。

障がいのある方に対し、入院・通院の医療費の自己負担分
（入院時標準負担額を除く）を助成します。

地域における精神保健福祉の正しい理解と精神障がい者の自
立と社会参加、地域移行の推進等を図るため、地域や関係機
関との連携による普及啓発事業及び専門医や専門職による相
談事業などの精神保健対策事業を行います。

身体障がい者手帳１～３級の方、精神障がい者保健福祉手帳
１級及び２級の方、知能指数５０以下の方を対象とし、入通
院の医療費の自己負担分（入院時標準負担額を除く）を助成
します。

精神科医や職員による精神保健福祉相談や家庭訪問等を通じ
て、精神疾患のある保護者に対して、関係機関とも連携して
支援を行った。
また、精神保健に関する普及啓発や地域に出向いて健康教育
の出張講座を行い、精神疾患の正しい理解の普及を図った。

発達に特別な支援が必要な子どもに関する相談を受け、発達
の状態に応じた対応の仕方について助言を行い、必要に応じ
て適切な支援につなげます。
また、保育所や幼稚園等を巡回し、子どもの成長につながる
支援方法の助言を行うとともに、発達障がいの理解を促すた
めの啓発事業を実施します。

継続して医療費の助成を行いました。
受給者人数　12,099人

A

子ども発達相談の充実 子ども家庭課

42 特別支援保育事業
保育課
子ども家庭課

集団の中で社会性の向上や情緒の発達を促すとともに、障が
い児に対する理解を深め、障がい児の発達支援の推進を図り
ます。

41 障がい児支援サービス 子ども家庭課
適正な支給決定を行うため、障がい児やその家族のニーズを
把握し、適切なサービスを受けられるよう、事業所と連携し
て障がい児福祉の向上を図ります。

A

A

"【実績】
・特別支援保育対象人数　97人（内幼稚園及び認定こども園
55人　幼児教育施設 ３人　保育施設 42人）
・特別支援保育対象施設数　57施設（内幼稚園及び認定こど
も園 19施設　幼児教育施設 2施設　保育施設 34施設）

【課題と今後の取組】
　障がい児や発達に特別な支援を必要とする児童の受け入れ
を円滑に推進するとともに、保育の充実を図るため、対象施
設への制度の周知や説明を引き続き行う。また、対象児童の
保護者への説明が円滑に行われるよう、保護者あての説明用
文書等を活用し、制度の趣旨や内容について理解を促す。

A
認可保育所、幼稚園、幼児教育施設、認定こども園等に対
し、障がい児や集団生活で特別な支援が必要な子どもに手厚
い保育が行われるよう経費の助成等を行います。

障がいのある子どもやその家族に対し、障がい福祉サービス
や障がい児通所支援サービスの支給決定を行い、子どもの自
立や社会参加に向けた支援を行うとともに、家族の負担軽減
を図ります。

38

専門医や専門職による相談や、家庭訪問等をとおし、医療が
必要な方が受診につながるよう支援を行います。
また、自殺未遂者緊急介入支援事業や、自殺未遂者・家族個
別支援事業等の事業をとおし、相談者の受診、療養支援、家
族支援を行います。

精神保健対策事業（精神保健
福祉相談、専門職による随時
相談・家庭訪問、自殺未遂者
緊急介入支援事業、まごころ
ホットライン、地域生活支
援）

保健予防課 A

【実績】
子どもの発達に心配のあるご家庭について、専門性のある職
員が相談を行った。不安や心配の強い保護者には面談日まで
の間に個別の電話相談を実施し、保護者の精神的負担軽減に
努めた。
・新規相談　648人、個別相談実人数　1,372人
・サポートファイル配付数　２３３冊

【課題と今後の取組】
　相談内容の複雑化や多様化する家庭環境に対応できる支援
体制を構築し、関係各課との連携を行いながら丁寧な相談を
引き続き行っていく。また、育てにくさを抱えている保護者
が孤立しないよう、学齢期も含め、予防的な支援をしていけ
るようにする。

A

障がい児や発達に特別な支援を必要とする児童が、集団の中
で手厚い保育が受けられるよう、受け入れを推進することが
できた。集団生活を経験することは、社会性の向上や情緒の
発達を促す上で重要であることから今後も特別支援保育のた
めに要する経費に対し、補助金を交付する。

A

A

A

A

40

39 障がい者等医療費助成事業 障がい者支援課
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●施策方針２　「子どもの医療や障がいに関する相談・支援を充実する」

取組実績、課題及び今後の事業計画
事業

達成状況 事業の評価及び課題等
事業

達成状況

個別事業に対する評価

事業内容
施策の柱

担当課事業名番号 取組の方向
令和５年度 令和２年度から令和６年度（令和６年度見込みも含む）まで

柱
２
　
障
が
い
児
等
の
相
談
・
支
援
の
充
実

保護者が子どもの発育や発達についての問題に気づき、理解
を深め、孤立することなく育児ができるよう支援します。

相談支援については障がい者人口の増加に対応するため、体
制の拡充や地域における、機関から機関への相談のつなぎ方
等について、委託相談支援事業所連携会議等において検討し
ているところです。事業周知にとどまらず、機関同士の連携
や制度整理を一体的に推進していきます。

しいの実学園利用者に対して、日常生活や遊び、機能訓練な
どを実施し、障がい児の発達を促すことができた。
児童発達に関わる相談は増え続ける状況だが、丁寧な対応を
心がけ、障がい特性に応じた質の高い支援を継続していく。

障害者総合支援法に基づき、障がい児の身体の欠損又は機能
の損傷を補完することにより障がい児の日常生活の便宜を図
るため、平均１８８件/年の補装具費の給付決定を行いまし
た。

令和5年度相談件数の実績（７事業所合計）：15,650件（訪
問：2,673件、来所：2,542件、電話等：10,435件）
障がいに関する総合相談窓口を市内に4事業所、専門相談窓口
を3事業所設置することで相談支援体制の充実を図り、身近な
場所で必要な情報や支援をワンストップで得られる環境の整
備を行いました。
市民周知を図ることが課題であり、今後はより身近な存在と
なるため、地域における連携及び普及啓発に取り組みます。

C

児童発達に関わる相談の需要拡大の状況を踏まえて、引き続
き、障がい特性に応じた質の高い支援の徹底を図る必要があ
ります。
実績：しいの実学園の通園延べ人数：12,193人（令和４年
度：12,352人）

障害者総合支援法に基づき、障がい児の身体の欠損又は機能
の損傷を補完することにより障がい児の日常生活の便宜を図
るため、合計１６８件の補装具費の給付決定を行いました。

A

障がいのある方やその家族に対し、障がい福祉サービスを利
用するために必要な情報提供や関係機関との調整等、障がい
に関する様々な相談に対応することで、自立した日常生活又
は社会生活を営むことができるよう支援します。

障がい者支援課
児童発達支援センター利用希望者は増加傾向にあり、引き続
き障がい特性に応じた質の高い支援の徹底を図ります。

乳幼児健診や地区担当保健師による家庭訪問等から把握され
た発育・発達に課題のある児について、教室や個別相談につ
なぎ、児の心身状況の確認や保護者の困りごと・心配に対す
る支援を行った。また、支援が必要な親子には、子ども家庭
課と連携し継続した支援を実施した。
経過検診療養生活相談：29回　延166人
心理相談経過観察：207回　延197人
ひよこの広場：83回　延330人
慢性疾患児訪問：延65人
未熟児訪問：延191人

B

A

引き続き、対象となる利用者に対して交付決定を行い、日常
生活・職業生活・学校生活を少しでも容易に送ることができ
るよう補装具費を支給し、身体障がい児者及び難病患者の日
常生活の向上を図ります。

障がい者支援課補装具の給付45

知的発達の遅れや肢体不自由のある子どもに対して、日常生
活や遊び、機能訓練などを実施し、障がい児の発達を促しま
す。

身体の欠損または機能の損傷を補い、日常生活を容易にする
事を目的として、身体障がい者手帳の交付者及び特殊な疾病
に該当する難病患者に対して、神奈川県立総合療育相談セン
ターが補装具を必要と認めた方に支給します。

「育てにくさ」を感じている
親への支援

43 健康づくり課
保護者が子どもの発達に関する理解を深め、子どもが適切な
発達支援サービス等につながるよう、生活基盤での課題から
適切な支援を利用しづらい家庭を含め包括的に支援します。

障がい者相談支援事業 障がい者支援課
多様な相談ニーズに対応するため、障がいに係る相談支援体
制の充実を図り、身近な場所で必要な情報や支援をワンス
トップで得られる環境の整備を図ります。

再掲
31

A

評価：発達の課題のあるお子さんに対して、訪問や相談など
個々に合わせた支援を実施した。新型コロナウイルス感染症
後、相談件数や訪問等も増加している。
課題：発達に課題のある個々のお子さんに寄り添った方法や
支援を実施できるよう、関係機関とも調整して対応が必要と
考える。

B

C

A44 太陽の家しいの実学園
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●施策方針３　「暮らしや子育てを支援する」

取組実績、課題及び今後の事業計画
事業

達成状況 事業の評価及び課題等
事業

達成状況

個別事業に対する評価

50

子どものいる生活保護世帯等
に対する支援の充実（子ども
支援員による日常生活支援、
養育支援）

生活援護課
対象世帯の子どもの養育環境の確保のための支援、並びに子
どもに対する自立に向けた支援を行います。

事業内容

A

生活保護世帯及び生活困窮者支援事業対象家庭の困難を有す
る子ども・若者とその保護者に対し、子ども支援員がケース
ワーカーや関係機関と連携し、40人に教育支援を実施した。
子ども支援員は、家庭訪問141件、所内面談273件、電話相
談681件など、延べ2,027件の活動を行った。
今後も引き続き子どもの健全育成の視点に立ち寄り添い方の
支援を実施する

B

子ども支援員を配置し、様々な困難を有する子ども・若者
と、その保護者に対して、子どもの健全育成の視点に立ち、
きめ細やかな寄り添い型の支援を実施することで、生活保護
世帯等の社会的自立及び子どもの貧困の連鎖の防止を図りま
す。

B

【実績】
　子どもの養育について支援が特に必要であると判断した家
庭を訪問し、保健師、保育士等による養育に関する指導・助
言やヘルパー派遣による育児・家事の援助等を行った。
・専門的指導助言・・・156件
・育児・家事の援助・・・141件

【課題と今後の取組】
　支援が特に必要な家庭に対し、より効果的な支援が行える
よう、対象家庭との関係性を構築しながら課題を整理し、適
切な助言や支援を行っていく必要がある。

子育て中の保護者が、病気や仕事などの理由により一時的に
家庭で子どもの養育が困難になった場合に、夜間又は宿泊を
伴う子どもの預かりを行う、トワイライトステイ事業や
ショートステイ事業を実施します。

経済的に困難を抱えるなど、養育環境に課題がある家庭の子
どもを対象として、夕方から夜までの時間を安心して過ごす
ことができる場を提供し、基本的な生活習慣の習得、学習習
慣の定着、食事の提供等の支援を行います。

【実績】
・利用日数　ショートステイ：368日　トワイライトステ
イ：94回
・登録児童数　378人

【課題と今後の取組】
　家庭の状況により、利用ニーズが異なる部分もあるが、
ショートステイと比べてトワイライトステイの利用者が少な
い。関係機関へのチラシの配布など、効果的な周知活動を行
うことでより多くのサポートを必要とする方にサービス提供
ができるようにする。

【実績】
　児童虐待に関する相談や通告を受け、児童の安全確認、要
保護児童対策地域協議会の構成機関等への調査及び保護者へ
の指導や継続的支援を実施した。また児童虐待防止に関する
研修の実施により関係機関や市民に対して啓発を行った。
・新規相談件数・・・522件（内児童虐待件数：303件、要
支援児童等件数：219件）
・継続相談件数・・・319件（内児童虐待件数：226件、要
支援児童等件数：93件）
・啓発研修等の開催・・・３回実施 76人参加

【課題と今後の取組】
　児童虐待の防止及び早期発見のため、一般市民向けの講演
会と関係機関向け研修会を隔年で実施し、児童虐待の基礎知
識や責務についての啓発活動に取り組むとともに、引き続
き、各関係機関と連携・協働して迅速な対応に努める。

施策の柱

46 養育支援訪問事業 子ども家庭課

取組の方向事業名番号 担当課

A

柱
１
　
子
ど
も
の
適
切
な
養
育
に
関
わ
る
支
援
の
充
実

子どもの家庭における安定した養育を確保するため、要保護
児童及びその家庭についての相談を受けるとともに、「藤沢
市要保護児童対策地域協議会」の構成機関が各々の専門性を
活かして連携し、児童虐待の予防、早期発見及び迅速な対応
と家庭への指導・支援を行います。

養育についての支援が特に必要な家庭に対しては、保健師等
による養育に関する専門的な指導・助言や、ヘルパー派遣に
よる育児・家事の援助を導入し、子どもの安定した養育を確
保します。

本事業の支援を必要としている家庭へ情報が行き届くよう、
引き続き周知に努めます。

48

A

養育の支援が特に必要である家庭を対象に、保健師・保育士
などによる専門的相談支援やヘルパーによる育児・家事援助
を行い、子どもの適切な養育の確保を図ります。

49

47
子育て短期支援事業（ショー
トステイ事業・トワイライト
ステイ事業）

子ども家庭課

子どもの生活支援事業 子ども家庭課

養育環境に課題があり、支援を必要としている子どもに居場
所を提供することで豊かな人間性や社会性を育みます。ま
た、来所する子どもとその家庭状況等を把握し、必要な支援
につなげていきます。

【実績】
　経済的に困難を抱えるなど、養育環境に課題がある家庭の
子どもを対象に、夕方から夜までの時間を安心して過ごすこ
とができる場を提供した。その結果、基本的な生活習慣の習
得や学習習慣の定着、食事の提供等、サポートを必要として
いる子どもの支援の充実が図られた。
・実施場所・・・市内2か所
・実施日数・・・306（2か所の計）
・延べ来所者数・・・1,600人（2か所の計）

【課題と今後の取組】
　利用者やその保護者と面談等を行い、必要な支援やニーズ
について確認するとともに、委託先と市で支援内容の共有・
検討をすることで、より適切な支援を行う。

A

A

B

A

B

要保護児童対策地域協議会の
運営

子ども家庭課
子どもの虐待の発生予防、早期発見につながるよう、関係機
関との連携強化を図るとともに、市民や関係機関に対して啓
発活動を行います。

利用件数は年度でばらつきがあるが、支援が必要な家庭に
サービスを提供することができた。引き続き、支援が必要な
家庭に対し、適切な助言や支援を行っていく。

事業の周知が図られひとり親家庭等の登録が増加し、実績は
増加傾向にある。今後も利用の増加が予想されるため、様々
な子育て家庭のニーズに対応できるよう、継続して事業を実
施していく。

家庭の状況に応じて、サポートを必要としている子どもの支
援を行った。より多くの家庭に支援を提供できるよう、関係
機関に事業の周知を図ることで、潜在的なニーズのある家庭
を事業利用に繋げていく。

児童虐待の防止及び早期発見のため、一般市民向けの講演会
や関係機関向け研修会を実施し、児童虐待の基礎知識や責務
についての啓発活動に取り組んだ。引き続き、各関係機関と
連携・協働して迅速な対応に努める。

生活保護世帯及び生活困窮者支援事業対象家庭の困難を有す
る子ども・若者とその保護者に対し、子ども支援員がケース
ワーカーや関係機関と連携し、計画期間の５年間において教
育支援を218人、日常生活支援を148人に実施した。
子ども支援員は、家庭訪問件、所内面談258件、電話相談
687件など、延べ2,233件の活動を行った。
今後も引き続き子どもの健全育成の視点に立ち寄り添い方の
支援を実施する。

令和５年度 令和２年度から令和６年度（令和６年度見込みも含む）まで
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●施策方針３　「暮らしや子育てを支援する」

取組実績、課題及び今後の事業計画
事業

達成状況 事業の評価及び課題等
事業

達成状況

個別事業に対する評価

事業内容
施策の柱

取組の方向事業名番号 担当課
令和５年度 令和２年度から令和６年度（令和６年度見込みも含む）まで

母子・父子自立支援員を４人配置し、一人ひとりに寄り添っ
た支援を行っている。様々なケースに対応できるよう、事例
検討や外部の研修会等に参加し、母子・父子自立支援員のス
キルアップを図っている。
ひとり親家庭等日常生活支援事業を実施する事業所数が、令
和６年度に5事業所から４事業所に減少した。今後も支援が必
要な時に支援員を派遣できるよう、事業所との連携の強化を
図っていく。

障がいのある方は年々増加傾向にありますが、それに対応
し、医療に関わる経済的負担を軽減することで、保健の向上
と福祉の増進を図ることができました。
【受給者人数】
令和２年度　11,904人
令和３年度　12,076人
令和４年度　12,062人
令和５年度　12,099人
令和６年度　12,314人

藤沢市障がい者福祉手当条例に基づき、障がい児に対して手
当を支給しました。毎年受給者数は増加傾向にあり、制度周
知等に引き続き力を入れてまいります。
月額　4,000円
受給者人数
令和２年度・・・738人
令和３年度・・・740人
令和４年度・・・753人
令和５年度・・・780人
※20歳未満受給対象者数

評価：年間約16,000件の相談実績があり、健康、医療、育
児、介護、精神保健等、通常窓口が異なる相談を24時間毎日
の体制で一度に相談できる事業であり、件数から見ても相談
事業として成果があったといえる。
課題：コロナ禍で応答率の低下した期間があった。相談の増
加やコールセンターの人材確保難が要因であるが、令和6年度
からはWebやFAXによる相談受付を開始するとともに、応答
率が悪化した際には、検証を行ったうえで対策を講じるよう
仕様書等の改定を行っていく。

生活困窮者に対して、国の定める基準により、その困窮の程
度に応じて、生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・
葬祭の８種類の扶助費を支給し、最低限度の生活を保障しま
す。

身体障がい者手帳１～３級の方、精神障がい者保健福祉手帳
１級及び２級の方、知能指数５０以下の方を対象とし、入通
院の医療費の自己負担分（入院時標準負担額を除く）を助成
します。

身体障がい者手帳１～３級の方、精神障がい者保健福祉手帳
１級及び２級の方、知能指数５０以下の方を対象とし、条例
に基づき手当を支給します。

B
再掲
37

地域保健課
相談者が抱える問題を専門スタッフが聴き取ることにより、
不安を解消できるよう努めます。また、必要な医療機関等の
情報提供を行います。

ふじさわ安心ダイヤル24

B
生活困窮者自立支援事業（住
居確保給付金、家計改善支援
事業）

地域共生社会推
進室

52 生活保護制度による支援 生活援護課

継続して医療費の助成を行いました。
受給者人数　12,099人

障がいのある方に対し、入院・通院の医療費の自己負担分
（入院時標準負担額を除く）を助成します。

生活保護に至る前の段階にある生活困窮者の自立支援に向け
て、生活困窮者自立支援法に基づき、住居確保給付金事業、
家計改善支援事業を行っています。
住居確保給付金事業については、離職により住居の喪失の恐
れのある方を対象に一定期間住宅費を支給するとともに、ハ
ローワークを利用した常用就職に向けた支援を行います。
家計改善支援事業については、債務の支払いや家計の収支バ
ランスが整わないため、困窮状態に陥っている方に対し、家
計分析を行うとともに、家計の改善に向けた支援を行いま
す。

住居確保給付金については、新型コロナウイルス感染症拡大
に伴う生活支援策としての側面ではその役割を一定程度終了
したため、申請件数は減少している。令和5年年度申請件数は
13件（参考　令和3年96件　令和４年39件）。
家計改善支援事業については、新規利用16件、前年度からの
継続が３８件で計５４件であった。
それぞれの事業だけでは解決できない課題も多く、包括的な
支援が必要である。

離職により生活基盤が崩れ、住居喪失の恐れのある世帯（保
護者）に対し、ハローワークと連携し常用就職に向けた支援
を行うことで、子どもの生活環境を変えることなく、安心し
て過ごせる支援を行います。
収入はあるが、収支が合わない、債務があるなど家計に関す
る課題に対し、客観的な視点で相談者自らが気づき、行動で
きるよう支援を行います。また、子どもの進学など将来のた
めの貯金ができるよう意識づけに向けた支援を行います。

生活困窮者に対して最低限度の生活を保障するため必要な保
護を行い、自立のための支援を行います。

再掲
39

障がい者等医療費助成事業 障がい者支援課

51

ひとり親家庭への子育て・生
活支援

子育て給付課

ひとり親家庭の子育てや生活に関する様々な相談からニーズ
や課題を把握し、バックアップふじさわ等庁内各部及び関係
機関と連携し、相談者に寄り添った継続的な支援を行いま
す。
ひとり親家庭の親が日常生活の中で子育てをしながら就労や
就学等をするにあたり、一時的に家事支援や育児支援が必要
となった場合に支援員を派遣し、生活の安定と負担感の軽減
を図ります。

母子・父子自立支援員による相談支援を行います。
ひとり親家庭等日常生活支援事業を行います。

障がい者福祉手当の給付 障がい者支援課
障がいのある方に手当を支給し、障がい児者の生活の安定と
福祉の増進を図ります。

54

２４時間３６５日、保健師等の専門スタッフが健康相談・医
療相談・育児相談・介護相談・メンタルヘルス相談・医療機
関情報提供等について電話で対応します。

53

B

B

A

A

老齢、障がい、傷病等により生活に困窮した新規生活保護利
用者６５９世帯を含む、４，５２５世帯、５，７２７人に生
活保護法による保護を実施した。
（新規生活保護利用者については累計、人員・世帯数につい
ては年間の平均にて算定。）
経済状況や雇用情勢は改善されつつあるが、生活保護利用者
の増加が課題としてあるため、今後も相談者の立場に立った
支援を行う。

【評価】
住居確保給付金については、新型コロナウイルス感染症拡大
に伴う生活支援策としての役割を担った。新型コロナウイル
ス感染症が５類移行後も申請は一定数あり、住宅費の支給を
するとともに、ハローワークと連携しながら常用就職に向け
た支援を行っている。令和２年度から令和５年度までの申請
件数は６３3件であった。
家計改善支援事業については、年56件程度の利用があり、収
支の見える化や支払いや債務に対する支援等を行った。
【課題】
制度の利用に至った経緯や課題も多様で複雑化しているた
め、他部署、他機関等との連携が一層必要である。

老齢、障がい、傷病等により生活に困窮した新規生活保護利
用者２，５１７世帯を含む、４，３９２世帯、５，６５２人
に生活保護法による保護を実施した。
（新規生活保護利用者については累計、世帯数・人員につい
ては５年間の平均にて算定。）
経済状況や雇用情勢は改善されつつあるが、生活保護利用者
の増加が課題としてあるため、今後も相談者の立場に立った
支援を行う。

B

ひとり親家庭の抱える課題を把握し、一人ひとりに寄り添い
ながら継続的な支援を行った。また、就労や疾病等により家
事支援や育児支援を必要とする場合に支援員を派遣し家事等
の負担軽減を図った。今後も関係機関等と連携しながら、
様々な課題へ対処できるよう、相談者に寄り添った支援を
行っていく。
〇のべ相談件数　6,088件
〇ひとり親家庭等日常生活支援事業
　登録世帯１４世帯　利用世帯８世帯

A

A

藤沢市障がい者福祉手当条例に基づき、障がい児に対して手
当を支給しました。
月額　4,000円
受給者人数　  780人※20歳未満受給対象者数

A

育児・しつけに関する相談が70件、母子健康（育児の不安や
心配事等）に関する相談が38件あった。引き続き、相談者の
不安を解消できるように情報提供を行う。

柱
２
　
暮
ら
し
を
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る
支
援
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充
実

A

B
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●施策方針３　「暮らしや子育てを支援する」

取組実績、課題及び今後の事業計画
事業

達成状況 事業の評価及び課題等
事業

達成状況

個別事業に対する評価

事業内容
施策の柱

取組の方向事業名番号 担当課
令和５年度 令和２年度から令和６年度（令和６年度見込みも含む）まで

精神保健相談対応件数
令和２年度　相談4,753件、訪問105件
令和３年度　相談3,977件、訪問75件
令和４年度　相談3,577件、訪問152件
令和５年度　相談3,511件、訪問166件
精神保健に関する相談は減少傾向にある。要因として、SNS
相談等こころの相談ができる機関が増え、相談者が相談内容
に合わせて相談形態を選ぶことができるようになったからで
はないかと思われる。訪問件数は増えており、アウトリーチ
を積極的に行えている。今後の方向性として、支援が必要な
方に必要な支援が届くよう相談先の周知啓発は継続して行
い、関係機関とも連携して重層的な支援を行う。

令和2年度から令和5年度までの実績はなし。
乳幼児が対象の場合、他機関でケース把握をすることが多い
ため、適切な時期に関りがもてるよう、連携体制の継続をし
ていく。

助産施設は、市内１か所、県内３２か所あり、妊婦が抱える
不安や悩みに寄り添い、ニーズに合った支援を行っている。
母子生活支援施設は、関係機関と連携し、施設における相
談・援助等の支援が必要な母子家庭の自立に向けた支援を
行っている。特に、DVを理由とする入所希望については、女
性相談員と一緒に聞き取りを行い、よりよい支援が受けられ
るよう様々な視点から協議している。継続的に専門的な支援
が必要と判断した母子家庭については、今後も継続的な支援
を行っていく。

7月と1月の市営住宅入居者募集時に住宅に困窮するひとり親
世帯や子育て期にある多子世帯などに対して、優遇制度を適
用し、募集を行った。
令和２年度～５年度募集では募集戸数280戸のうち、ひとり
親世帯優遇を利用した応募が65世帯、多子世帯優遇を利用し
た応募が4世帯であった。
今後も優遇制度を継続し、入居しやすい環境をつくるととも
に、健康で安全な暮らしやすい生活環境を整備していく。

　福祉や不動産の団体などと調整を行い、令和２年度に協議
会を設立することができ、住まい探し相談会や居住支援セミ
ナーの開催等、居住支援に関する取組を着実に進められた。
（居住支援に関する相談会　４回３３組　Ｒ６予定：１回
　居住支援セミナー　　　　２回４０人　Ｒ６予定：１回
　高齢者住まい探し相談会２４回７３人　Ｒ６予定：９回）
　住宅確保用配慮者の将来的な増加に対応するため、市内の
居住支援法人数の減少や今後の法改正の動向なども踏まえな
がら、相談・支援体制等の見直しを検討していく必要があ
る。

令和４年度の制度改正により、原則毎年６月に提出していた
現況届が不要となり受給者の負担が軽減されたが、所得制限
が導入された。
令和６年度には、①支給対象児童の高校生年代までの拡大、
②所得制限の撤廃、③多子加算の見直し、④支給回数の変更
の制度改正が予定されている。これにより、所得に関係なく
すべての子どもが児童手当を受けられるようになり、子育て
に伴う経済的負担を軽減し、児童の健やかな成長を図ること
ができる。
制度改正について、個別通知、広報誌及びホームページ等で
周知を図り、申請漏れがないように周知していきたい。

58 住宅確保要配慮者への支援
住宅政策課
地域共生社会推
進室

A

57 市営住宅の環境整備

経済的理由により病院等に入院して出産することができない
妊産婦が、助産施設に入所して出産できるよう、出産に係る
費用の給付を行います。
日常生活において複合的な課題を抱え、継続的な専門的支援
が必要と判断した母子家庭について、母子生活支援施設への
入所支援を行います。

柱
３
　
子
ど
も
に
届
く
経
済
的

支
援
の
充
実

精神科医や職員による精神保健福祉相談や家庭訪問等を通じ
て、精神疾患のある保護者に対して、関係機関とも連携して
支援を行った。
また、精神保健に関する普及啓発や地域に出向いて健康教育
の出張講座を行い、精神疾患の正しい理解の普及を図った。

A
再掲
38

精神保健対策事業（精神保健
福祉相談、専門職による随時
相談・家庭訪問、自殺未遂者
緊急介入支援事業、まごころ
ホットライン、地域生活支
援）

精神疾患により、子どもの養育に課題がある保護者に対し
て、適切な相談支援を行うとともに、子どもの生活の安定に
つながるよう、関係機関と連携を図ります。

児童手当法に基づき、中学校修了前までの児童を養育してい
る家庭等に手当を支給した。今後も、児童を養育している家
庭の生活の安定を図るため、継続して手当の支給を行ってい
く。
○児童手当・特例給付
　延べ児童数　569,112人
　（一般分　567,975人　施設分　1,137人）
　支給額　5,916,005,000円

B

難病対策事業（医療・日常生
活等の相談事業、保健師の家
庭訪問による相談事業）

保健予防課
難病により、子どもの養育に課題がある保護者に対して、適
切な保健指導を行うとともに、子どもの生活の安定につなが
るよう、関係機関と連携を図ります。

助産施設・母子生活支援施設
への入所支援

C

児童福祉法第２２条の規定に基づき、経済的に困窮している
妊産婦に対し助産施設への入所による安全な出産環境を提供
し、また同法第２３条に基づき、支援が必要な母子家庭につ
いて母子生活支援施設への入所相談を行った。今後も経済的
に困窮している妊産婦や、専門的支援が必要と判断した母子
家庭については、該当施設への入所とともに自立に向けた支
援を行っていく。
〇助産施設　入所件数２件
〇母子生活支援施設　入所世帯０世帯

令和5年度は実績なし。引き続き、ケアマネージャーや専門職
による随時相談や家庭訪問を通じて、子どもの生活が安定す
るよう、関係機関と連携を図る。

住宅政策課

児童手当の支給 子育て給付課
児童手当法に基づき、児童を養育している家庭等における生
活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健や
かな成長に資することを目的に、手当を支給します。

住宅に困窮するひとり親世帯や子育て期にある多子世帯など
に対して、市営住宅入居者募集時に優遇制度を継続し、入居
しやすい環境をつくるとともに、健康で安全な暮らしやすい
生活環境を整備します。

56 子育て給付課

助産施設入所の申請時に、妊婦が抱える不安や悩みに気づ
き、ニーズに合った情報提供を行うことで、必要な支援につ
なぎます。
母子生活支援施設への入所後においても、定期的な面接等に
より自立に向けた支援を行います。

行政、不動産関係団体、居住支援団体等が連携し、住宅市場
において自力で住宅を確保することが難しい低額所得者、高
齢者、障がい者、外国人等の住宅確保要配慮者が、自ら住宅
を確保できる体制を構築するとともに、入居後の見守りや、
居住継続に関する課題などへの支援体制を構築し、安心して
暮らせる環境をめざします。

59

住宅確保要配慮者への支援を図るため居住支援協議会を設置
し、住宅確保のための支援及び入居後における居住の継続が
可能となるような具体的支援を実施します。

中学校修了前までの児童を養育している家庭等に、児童手
当・特例給付の支給を行います。

今後も継続して、住宅に困窮するひとり親世帯や子育て期に
ある多子世帯などに対して、市営住宅入居者募集時に優遇制
度を継続し、入居しやすい環境をつくるとともに、健康で安
全な暮らしやすい生活環境を整備します。

55

長期にわたり療養を必要とする難病患者及びその家族の日常
生活や療養上の不安の解消を図るため、訪問相談や難病講演
会、難病患者と家族のつどい等を開催し、在宅療養の支援を
行います。

地域における精神保健福祉の正しい理解と精神障がい者の自
立と社会参加、地域移行の推進等を図るため、地域や関係機
関との連携による普及啓発事業及び専門医や専門職による相
談事業などの精神保健対策事業を行います。

保健予防課

　住宅確保要配慮者への支援を図るため、居住支援協議会を5
回開催するとともに、住宅確保要配慮者を対象にした「居住
支援・住まい探し相談会」を相談のニーズを踏まえ、年２回
に回数を増やして実施した。また、協力不動産店を３店舗増
やしたほか、高齢者向けの相談会を６月から１１月までの間
に月１回開催するなど、相談・支援体制の更なる構築を図っ
た。
　相談者が増加傾向にあることから、今後、「高齢者すまい
探し相談会」の開催回数を増やしていくほか、協力不動産店
の拡充に取り組むとともに、相談・支援体制の充実に向けて
協議していく。

A

7月と1月の市営住宅入居者募集時に住宅に困窮するひとり親
世帯や子育て期にある多子世帯などに対して、優遇制度を適
用し、募集を行った。
令和５年度募集では募集戸数54戸のうち、ひとり親世帯優遇
を利用した応募が12世帯、多子世帯優遇を利用した応募が3
世帯であった。

A

柱
２
　
暮
ら
し
を
支
え
る
支
援
の
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実

A

C

A

A

B

A
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●施策方針３　「暮らしや子育てを支援する」

取組実績、課題及び今後の事業計画
事業

達成状況 事業の評価及び課題等
事業

達成状況

個別事業に対する評価

事業内容
施策の柱

取組の方向事業名番号 担当課
令和５年度 令和２年度から令和６年度（令和６年度見込みも含む）まで

柱
３
　
子
ど
も
に
届
く
経
済
的
支
援
の
充
実

児童扶養手当及び養育者支援金について、令和6年11月分か
らの制度改正に伴い、①児童３人目以降の加算額の引き上
げ、②所得限度額の引き上げが行われる予定である。これら
により、ひとり親家庭の収入が増加し、生活の安定が見込ま
れる。
制度改正ついて、離婚届出時のリーフレット配付、ひとり親
相談等で周知を図り、申請漏れがないように周知していきた
い。

療育手帳の交付対象者等、手当を受給できる可能性のある方
に対する周知について、関係各課へのパンフレットの配架、
広報誌やホームページ等で周知を行っている。

令和２年度から令和６年度までの各期間において、実費徴収
に係る補足給付を行う事業を行った。引き続き、低所得者の
経済的な負担軽減を図っていきたい。

特別児童扶養手当等の支給に関する法律等に対応しながら、
事業に取り組んでおります。

藤沢市障がい者福祉手当条例に基づき、障がい児に対して手
当を支給しました。毎年受給者数は増加傾向にあり、制度周
知等に引き続き力を入れてまいります。
月額　4,000円
受給者人数
令和２年度・・・738人
令和３年度・・・740人
令和４年度・・・753人
令和５年度・・・780人
令和６年度（見込み）・・・800人
※20歳未満受給対象者数

A子育て給付課

62
実費徴収に係る補足給付を行
う事業

保育課
国が定める補足給付の基準に基づき、実費負担に対する助成
を行うことで、低所得者の経済的な負担軽減を図ります。

認可保育施設や幼稚園等を利用する児童の保護者が各園に支
払う給食費、教材費、行事への参加費等の実費について、低
所得者の負担軽減を図るため、費用の一部を助成します。

60

ひとり親家庭への経済的支援
（児童扶養手当、養育者支援
金、神奈川県母子父子寡婦福
祉資金貸付金）

再掲
54

障がい者福祉手当の給付 障がい者支援課
身体障がい者手帳１～３級の方、精神障がい者保健福祉手帳
１級及び２級の方、知能指数５０以下の方を対象とし、条例
に基づき手当を支給します。

障がいのある方に手当を支給し、障がい児者の生活の安定と
福祉の増進を図ります。

63 障がい児福祉手当の給付 障がい者支援課

２０歳未満の重度障がい児で日常生活において常時介護を必
要とする、身体障がい者手帳１級の一部及び２級の一部の
方、知能指数２０以下の方、精神障がい者保健福祉手帳１級
またはその他常時介護が必要であると認められる方に支給し
ます。

障がい児に対して手当を支給し、障がい児の生活の安定と福
祉の増進を図ります。

精神または身体に中程度以上の障がいのある児童を監護して
いる方に、特別児童扶養手当の支給に関する手続きの経由事
務を行います。

児童扶養手当法に基づき、ひとり親家庭等の生活の安定と自
立の促進及び子どもの福祉の増進を図るため、児童扶養手当
を支給します。
父または母の代わりに児童を養育している祖父母等に対し、
公的年金等を受給していることにより全部または一部が支給
対象とならない児童扶養手当相当額を、生活の安定と子ども
の福祉の増進を目的に養育者支援金として支給します。
母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、ひとり親家庭及び
寡婦の生活の安定と経済的自立を図るとともに子どもの福祉
の増進を目的として、神奈川県が実施する就学支度資金や修
学資金等の貸付業務を行います。

特別児童扶養手当の支給61 子育て給付課
特別児童扶養手当の申請の際に状況を聞き取り、情報提供等
を行うことで必要なサービスに適切につなぎます。

ひとり親家庭等または養育者家庭に、児童扶養手当の支給を
行います。
父または母に代わり児童を養育している祖父母等に、養育者
支援金の支給を行います。
神奈川県母子父子寡婦福祉資金の貸付を行います。

A

児童扶養手当又は養育者支援金の支給を行った。また、神奈
川県が実施する貸付制度の案内及び申請の受付を行った。今
後も、ひとり親家庭のニーズを把握し、ひとり親家庭の生活
の安定と自立に向けた経済的支援を行っていく。
〇児童扶養手当
　受給者数　 2,006人（R6.3.31)
　年間支給額　 1,051,829,010円
〇養育者支援金
　受給者数　5人
　年間支給額　1,925,590円

A

B

A

A

A

特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき、障がい児
に対して手当を支給しました。
月額　15,220円　　受給者人数　210人

A

藤沢市障がい者福祉手当条例に基づき、障がい児に対して手
当を支給しました。
月額　4,000円
受給者人数　  780人※20歳未満受給対象者数

A

認可保育施設における教材費や行事参加費、また幼稚園利用
者が負担する給食費に対して助成することにより、経済的な
負担軽減を図った。

B

政令に定める程度以上の障がい状態にある２０歳未満の児童
を養育している方に対して、特別児童扶養手当を支給するた
めの事務を行った。（認定及び支給は神奈川県）
〇受給者数　７３１人
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●施策方針４　「教育を受ける権利の保障と学びを支援する」

取組実績、課題及び今後の事業計画
事業

達成状況 事業の評価及び課題等
事業

達成状況

個別事業に対する評価

小学校全３５校に新入生サポートを配置し、基本教科を中心
とした学習指導と、早期に学校生活に適応させるための生活
指導を担任とのティ－ムティ－チングによりきめ細やかに行
うことができた。
校長会で講師募集の周知依頼をしたり「学校のおしごとなん
でも相談会」を実施したりと講師の確保に努めているが、年
度途中で欠員が生じた場合の代替者の任用配置が課題となっ
ている。

日常の学習について、児童の基礎的・基本的な学力をより定
着させるとともに、学習意欲の向上を図るため、「学習指導
員」を派遣することができた。学校が長期休業中に実施する
補習指導に加え（令和4年度）、令和５年度より授業中や取り
出し指導も可能とした。令和６年度からは１年間で約１４０
時間を各校へ配当することができた。今後も学校教育を支援
する一助となるよう努める。

令和２年度についてはコロナウイルス感染症の影響を受け、
学校再開時（６月～）より中学校では１８校、相談支援教室
で実施した。令和４年度以降は、中学校全校で実施すること
ができた。
学校のニーズも年々高まっているので、今後も日常の学習が
不足している生徒に対し，基礎的・基本的な学力の確実な定
着を図るため，学校が放課後及び夏季休業中等に実施する補
習指導が充実するよう今後も「学習指導員」の派遣に努め
る。
また、不登校生徒学習支援事業についても、各学校の状況に
応じて柔軟に実施できるよう、事業の充実を図る。

令和２年度より、ハード面では、１人１台端末の整備、ネッ
トワーク増強工事、指導用端末の導入、中学校におけるプロ
ジェクターの追加整備等を行い、ソフト面では、デジタルド
リルソフトの活用の促しや教員向けに学習ソフトの研修、機
器操作等の研修を実施し、ICTを活用した学習を推進すること
で、児童生徒にとってよりわかりやすい授業の実現につなが
りました。
今後も教員のICT活用能力に差が生じないよう研修等を実施す
るとともに、令和７年度より１人１台端末、令和８年度には
学校ICT基盤の更新を予定しているため、計画的かつ円滑に更
新作業ができるよう取り組みます。

教育総務課
ICT を活用した学習を推進することで、児童生徒にとってよ
りわかりやすい授業が実現します。ドリルソフト等の活用
で、個々の状況に応じた学習に取り組むことができます。

ＩＣＴを活用した学習環境の
整備

児童生徒に対する支援を、学校全体の課題と捉えて組織的な
支援を行うため、児童支援担当教諭、生徒指導担当教諭、養
護教諭、生徒支援担当教諭、スクールカウンセラー、管理職
による校内児童生徒指導会議・児童生徒支援会議を充実しま
す。

小学校全３５校、計４3人のサポート講師を配置した。講師の
確保とスムーズな任用配置が課題であり、8月～10月に計11
回「学校のおしごとなんでも相談会」を実施した。今後も学
校との連携と職員課等との調整、講師の確保に努め、子ども
たちへのより良い支援の在り方を、総合的に検討していく。

施策の柱

番号 事業名 担当課 取組の方向

生徒の基礎的・基本的な学力の確実な定着を図るため、中学
校が放課後及び夏季休業中に実施する補習指導に学習指導員
を派遣し、学校教育を支援します。

教師が授業で活用するとともに、児童生徒が学習で活用でき
るパソコンを整備します。また、校内無線LAN、教室用プロ
ジェクター等を整備することで、普通教室でICT 機器を活用
できる環境を整備します。

学習習慣を身に付けるとともに、基礎的・基本的な学力の確
実な定着を図るため、市立中学校全１９校において実施しま
す。

学務保健課

66 中学校学習支援事業

担任とのティームティーチングに必要とされる市費講師を適
切に配置することで、小学１年生への適切な学習指導と生活
指導につなげていきます。

学習習慣を身に付けるとともに、基礎的・基本的な学力の確
実な定着を図るため、市立小学校全３５校において実施しま
す。

68
学校生活を支えるための校内
支援体制の推進

児童支援担当教諭協議会兼生徒指導担当者会において、児童
生徒に係わる生徒指導上の諸課題について情報提供をすると
ともに、関係機関との連携を密にした。
複雑化多様化する生徒指導上の諸課題に対して、学校が未然
防止・早期発見・早期対応できる体制づくりが必要である。

今後も引き続き、介助員、学校看護師、特別支援学級担任
等、特別な教育的ニーズに対応する特別支援教育に係る人材
のさらなる確保に努めていく必要がある。

特別支援学校、特別支援学級、通級指導教室を初めて担当す
る教員を対象に、基礎的、基本的な知識や技能を習得し、指
導力の向上を図るため、研修を行います。
特別な教育的支援を必要とする児童生徒に対し、介助員、学
校看護介助員を派遣します。
特別支援学級の市立小・中学校全校設置をめざし、順次取り
組みます。

児童生徒指導上の諸課題に対し、必要に応じて関係機関との
連携のもと、未然防止・早期発見・早期対応に努めます。

事業内容

柱
２
　
多
様
な
ニ
ー

ズ
に
応
じ
た
支
援
教
育
の
推
進

B

令和５年度から試行実施により授業中や取り出し指導も可能
とした。小学校学習支援事業要綱に基づき、令和6年度本格実
施に向け小学校35校へ概要を説明し、実施に向けた通知を行
う。

B

67

教育指導課

柱
１
　
学
校
教
育
に
お
け
る
学
力
保
障
の
取
組

教育指導課

新入生サポート事業

65 教育指導課小学校学習支援事業

64
小学１年生に市費講師を配置し、基本教科を中心とした学習
指導と、早期に学校生活に適応させるための生活指導を、担
任とのティ－ムティ－チングによりきめ細やかに行う。

児童の基礎的・基本的な学力の確実な定着を図るため、小学
校が放課後及び夏季休業中に実施する補習指導に学習指導員
を派遣し、学校教育を支援します。

ICTを活用した学習を推進するために、学習ソフトの研修や機
器操作等の研修を実施しました。これにより、ICTを活用した
学習のより一層の充実が図られ、児童生徒にとってわかりや
すい授業の実現につながりました。
今後も教員のICT活用能力に差が生じないよう研修等を実施す
るとともに、令和７年度より１人１台端末、令和８年度には
学校ICT基盤の更新を予定しているため、計画的かつ円滑に更
新作業ができるよう取り組みます。

A

児童支援担当教諭協議会兼生徒指導担当者会において、関係
機関との情報共有を行い、連携を図った。また、校内支援担
当者とも合同の担当者会を２回実施した。校内の支援及び指
導体制の充実を図ることができ、学校が生徒指導上の諸課題
に対しての未然防止・早期発見・早期対応に努められるよう
にした。

B

令和５年度 令和２年度から令和６年度（令和６年度見込みも含む）まで

B

B

B

B

B

A

特別支援学校、特別支援学級等に係る、新担任等教員を対象
として、基礎的基本的な内容の講義や授業づくりを通した実
践的な研修を実施した。参加者の実態とニーズに応じた内容
を検討する。
全５５校で、教育活動の支援のために介助員派遣を行った。
中学校２校，小学校６校，特別支援学校１校に医療的ケアを
必要とする児童生徒への支援を行うために学校看護師を派遣
した。
大越小学校、羽鳥小学校特別支援学級設置準備を行った。今
後も全校設置に向けて計画的に進める。

B

中学校19校と藤沢市相談支援教室で実施することができた。
生徒の基礎的・基本的な学力の定着を図ることを目的とし
て、実施教科は生徒のニーズに応じて柔軟に対応したり生徒
一人ひとりの理解度に応じた学習支援を行った。学習指導員
の配当時間数以上の実施を希望している学校もあったので、
学習支援事業が充実するよう引き続き支援していく。また、
令和5年度から不登校生徒に対する別室指導等の学習支援事業
を開始した。

B

69 特別支援教育の推進

特別支援教育に携わる人材の育成を図るため、それぞれの支
援の場の特徴や課題に応じて、研修の内容の充実に努めま
す。
児童生徒の教育的ニーズに応じた適切な支援を図ります。

教育指導課
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●施策方針４　「教育を受ける権利の保障と学びを支援する」

取組実績、課題及び今後の事業計画
事業

達成状況 事業の評価及び課題等
事業

達成状況

個別事業に対する評価

施策の柱

番号 事業名 担当課 取組の方向事業内容
令和５年度 令和２年度から令和６年度（令和６年度見込みも含む）まで

柱
２
　
多
様
な
ニ
ー

ズ
に
応
じ
た
支
援
教
育
の
推
進

柱
３
　
教
育
機
会
均
等
の
た
め
の
環
境
整
備

72 藤沢市教育応援基金の活用

70
日本語を母語としない児童生
徒の支援事業

市立小・中学校等に在籍する児童生徒のうち、経済的な理由
により就学困難と認められる児童、生徒の保護者に対し、学
用品・通学用品購入費、中学校入学準備金、修学旅行費、社
会見学費、林間臨海学校費、給食費、通学費、卒業アルバム
購入費、めがね購入費の一部を援助した。
また、4月に小学校新1年生となる未就学の児童のうち、経済
的な理由により就学困難と認められる児童の保護者に対し、
小学校入学準備金を支給した。

日本語指導が必要な児童生徒には、日本語指導コーディネー
ターによるアセスメントを実施し、習熟度に応じた配当時間
を決定することができた。日本語指導員を派遣し、日本語指
導を行うことも学校現場でも定着が見られるようになった。
また、日本語指導教室については、R2年度には、０人だった
が、令和５年度では８人通級できている。
他にも保護者面談等の通訳、学校の文書の翻訳等も適宜行う
ことができた。
外国につながりのある児童生徒数の比率が増加傾向にあり、
指導方法の形態、初期の集中指導等の工夫が必要である。

おしゃべり広場については、参加者ののべ人数が令和２年度
の１２人から５３人と大幅に増加しており、保護者同士の情
報共有の場が求められている。参加した保護者がそれぞれの
思いを十分に語れるよう、開催方法や開催場所の工夫が必要
である。

フリースクール等情報交換会は年間１回の開催から年間２回
開催にするとともに、希望する教職員の参加もできるように
したので、今後も継続していきたい。

給付型奨学金事業については、国による高等教育の修学支援
新制度に伴い、2人程度としていた採用人数を令和2年度募集
以降6人程度に拡大したことにより、より多くの子どもたちの
修学支援につなげることができました。
今後も国の動向を注視しながら、制度の充実を図り、子ども
たちの修学支援に努めてまいります。
また、教育環境の整備として児童生徒用の図書購入費に活用
することで、学校図書館を充実させることができました。
引き続き蔵書率の確保および学校図書館の充実に向けて活用
していきます。

要保護準要保護児童生徒援助
事業

経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に
対し、入学準備金、学用品費、修学旅行費、社会見学費、医
療費、学校給食費、めがね購入費、卒業アルバム費などを援
助します。

不登校児童生徒を持つ保護者を対象に、おしゃべりひろばを
実施し、情報提供や情報交換、個別相談等を行います。
フリースクールと学校の連絡会を実施します。

給付型奨学金事業だけでなく、教育の機会均等の環境整備の
ための事業への活用を検討します。

71 不登校児童生徒対策の推進

不登校児童生徒及びその保護者に対して、学校との連携を図
り、未然防止、早期発見、早期対応を実施するとともに、必
要に応じて関係機関との連携を図る等、各種取組を行い登校
に向けての支援を行います。

教育応援基金は、次の世代を担う子どもたちがその能力や可
能性を伸ばすことができるよう、教育環境の整備を図るため
に設けている基金で、給付型奨学金事業をはじめ、教育環境
の充実を図る様々な事業に活用していきます。

教育指導課

A

B

B

A

A

・日本語指導員の派遣実績としては、小・中学校あわせて３
６校であり、その他、通訳、翻訳の依頼に適宜対応した。
・課題としては、外国につながりのある児童生徒数やその比
率が増加傾向であり、指導方法や形態、初期の集中指導等工
夫が必要である。
・今後の取組としては、引き続きアセスメントを取り入れ、
適正な指導時数を配当し予算の有効活用を図るとともに、日
本語が全くできない児童生徒については日本語指導教室への
通級も知らせ、支援に努めていく。

B

子どもの貧困対策としての制度づくりを念頭に、支給費目等
について見直しを検討していきます。

73

おしゃべり広場については、令和５年度も４回開催し、のべ
５３人の参加があった。同じ悩みをもつ保護者どうしの情報
共有の場となった。来年度も継続して開催していきたい考え
ている。

フリースクール等情報交換会を、令和５年度は２回開催し
た。１回目は市教育委員会とフリースクール等関係機関との
連携を深めることを目的にし、２回目は学校教職員も参加
し、より充実した情報交換を行うことができた。来年度も2回
開催とする予定である。

B

令和5年度は2,373件120,137,261円の寄附がありまし
た。
このうち、29人に対して10,325,300円を給付型奨学金と
して活用し、経済的に大学等への進学が困難な学生に対する
奨学金給付事業の円滑な運営が図られたほか、児童生徒用の
図書購入費に31,375,730円（小学校：20,841,703円、中
学校：10,467,666円、特別支援学校：66,361円）を活用
し学校図書館の充実が図られました。
今後も教育環境の充実を図る様々な事業に活用していきま
す。

A

市立小・中学校等に在籍する児童生徒のうち、経済的な理由
により就学困難と認められる児童の保護者2,468人、生徒の
保護者1,482人に対し、学用品・通学用品購入費、中学校入
学準備金、修学旅行費、社会見学費、林間臨海学校費、給食
費、通学費、卒業アルバム購入費、めがね購入費の一部を援
助した。
また、令和５年4月に小学校新1年生となる未就学の児童のう
ち、経済的な理由により就学困難と認められる児童の保護者
424名に対し、小学校入学準備金を令和５年1月と3月に支給
した。

教育指導課

日本語指導員を派遣し、児童生徒の日本語の習熟度に応じた
日本語指導及び学校生活への適応を支援します。
国際教室の指導方法を各学校へ広めるなど、日本語指導を必
要とする児童生徒が早期に日本語を習得できるような初期指
導のあり方や、仕組づくりに努めます。

学務保健課

教育総務課

日本語指導の必要な外国につながりのある児童生徒に対し
て、学校からの要請に応じて、日本語指導員を派遣し、日本
語学習及び学校生活への適応を支援します。
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●施策方針５　「修学、就労、自立に向けた支援をする」

取組実績、課題及び今後の事業計画
事業

達成状況 事業の評価及び課題等
事業

達成状況

柱
１
　
子
ど
も
・
若
者
に
対
す
る
修
学
・
就
労
・
自
立
支
援
の
充
実

個別事業に対する評価

【評価】
令和３年度からは新たに御所見地区に学習支援事業所を開設
し、市内４か所で学習の場の提供や居場所としての役割を
担った。
利用した中学３年生については毎年100％高校へ合格してい
る。
【課題】
学習面以外の課題を抱えている場合もあり、背景にある世帯
の課題も見受けられるため、世帯全体に対した包括的な支援
が必要である。

国による高等教育の修学支援新制度に伴い、2人程度としてい
た採用人数を令和2年度募集以降6人程度に拡大したことによ
り、より多くの子どもたちの修学支援につなげることができ
ました。
今後も国の動向を注視しながら、制度の充実を図り、子ども
たちの修学支援に努めてまいります。

保護者セミナーや市民センターでの出張相談等を実施し、不
安を抱える若者や保護者が相談できる場を充実させるととも
に、自立や就労に向けたプログラムを充実させていきます。
また、市の関係部課や民間の様々な教育機関・関係機関等と
密に連携をとり、一人ひとりに必要な支援を行います。

対象世帯の子どもの養育環境の確保のための支援、並びに子
どもに対する自立に向けた支援を行います。

子どもの通学状況、学習状況に応じて関係機関と連携し、子
どもを主体とした支援を行います。

子ども・若者が将来困難な状況にならないように、多様な人
との交流によって、地域とのつながりや社会性を育むことが
できる居場所づくりを推進します。また、本市の困難を有す
る若者の支援機関であるユースサポート・ユースワークふじ
さわと連携し、困難を有する若者をボランティアとして受け
入れることにより、社会的自立を支援します。

ニート、引きこもり等の自立・就労に困難を有する若者に対
し、専門スタッフによるきめ細やかな面談・相談、サークル
活動、就労準備セミナー、ボランティア体験、就労体験等の
各種プログラムを通じて、自立・就労に至るまで個別伴走型
の支援を継続的に実施します。また、その保護者を対象に相
談、交流会、セミナー等を実施します。

B

B

【ユースサポートふじさわ】ひきこもり等の困難を有する若
者やその家族に対して、適切な支援を受けられるよう、福祉
や保健等といった機関への引き継ぎを行うなど、社会的自立
に向けた支援としての第一歩につなげることができた。義務
教育終了後の進路未決定者等への早期かつ切れ目ない支援を
実施するため、学校教育相談センター等と連携して就学中か
らの支援を進めていく。（登録者数：131人、相談のべ人
数：1,229人、関係機関との連携：610件）

【ユースワークふじさわ】自立や就労に困難を有する若者や
その保護者を対象として、専門スタッフによる相談や各種支
援プログラムを実施し、主体的な就職活動に取り組めるよう
支援した（登録者数：131人、相談のべ人数：1,229人、プ
ログラム等参加のべ人数：1,059人）。長期化・高齢化する
ひきこもり、長期無業者に対しての支援が課題となってお
り、今後も関係機関と連携を図る必要がある。

B

対象者の拡充や、採用予定人数を増やすなど見直しを行った
結果、新たに８人の奨学生を採用し、大学等へ進学すること
ができました。
今後も、経済的理由により進学を断念することなく、大学等
で修学ができるよう、奨学生の募集・選考を行います。

A

令和５年度施策の柱

番号 事業名 担当課 取組の方向

「ユースワークふじさわ」と連携し、社会的自立を目指す若
者の社会参加プログラムのひとつとして、藤沢青少年会館、
辻堂青少年会館、少年の森でボランティアを受け入れる環境
を整えてきた。
今年度は「ユースワークふじさわ」の事業者が変更になった
ことから新たに連携を図る調整を行った。
【藤沢青少年会館】
　　参加者：１人
　　事前のヒアリングや相談：４件
【辻堂青少年会館】
　　参加者：0人
【少年の森】
　　参加者：0人
課題は、新たな事業者との連携強化に努め、これまでどおり
全施設でボランティアを受入れ、自立を目指す若者の社会体
験、就労体験などの支援を図る。

74 子ども・若者自立支援事業 青少年課

事業内容

生活保護受給世帯及び生活困窮世帯の子どもに対し、学習支
援を行います。学習の場の提供を行うとともに、高校進学へ
向けての支援、学びなおしの支援を行います。個別の学習能
力に合わせた丁寧な支援を提供、また、必要に応じ、学校関
係者とのケースカンファレンスへの出席、さらに高校進学の
ための説明会等への同行支援も積極的に行います。

青少年施設において、ボランティアの受け入れを実施するこ
とにより、困難を有する若者たちがボランティア活動を通じ
て人との関わりを持ち、社会的自立や自身の気づきへの一助
となるよう、支援を行います。

生活保護世帯及び生活困窮者支援事業対象家庭の困難を有す
る子ども・若者とその保護者に対し、子ども支援員がケース
ワーカーや関係機関と連携し、40人に教育支援を実施した。
子ども支援員は、家庭訪問141件、所内面談273件、電話相
談681件など、延べ2,027件の活動を行った。
今後も引き続き子どもの健全育成の視点に立ち寄り添い方の
支援を実施する。

卒業、進学に向けて通学状況や家庭に課題がある中学３年生
には、子ども支援員とケースワーカーが学校等関係機関と連
携して進学手続き等の支援を行い、卒業時点で進路決定率は
100％であった。
高校３年生の進学希望者にも進学に向けた支援を行い、16人
が進学を果たした。また在学中の高校生に対しては、中途退
学防止に向けた支援を行い、進級率は94％であった。
今後も引き続き、中学卒業者の進路決定率１００％、高校中
退者減少を目標にきめ細かな寄り添った支援を実施する。

令和5年度の利用状況　北部地区42人　東部地区70人　大庭
地区36人　御所見地区11人
利用した中学３年生22人すべてが合格した。
今後も、関係機関と連携しながら、支援を必要とする子ども
及び保護者への更なる周知、学習支援事業所の利用が定着し
ない子どもへの支援を行う。

B

A
2020年度（令和２年度）から始まる国の高等教育の就学支
援新制度を補完する形で、事業の見直し・拡充を図ります。

75
ユースサポート・ユースワー
クふじさわ

産業労働課
青少年課

76

77

令和２年度から令和６年度（令和６年度見込みも含む）まで

「ユースワークふじさわ」と連携し、社会的自立を目指す若
者の社会参加プログラムのひとつとして、藤沢青少年会館・
辻堂青少年会館・少年の森の3施設でボランティアを受け入れ
る環境を整えてきた。課題としては「ユースワークふじさ
わ」運営事業者が令和5年度変更になったことで、改めて事業
者と連携・調整を図ったが藤沢青少年会館・辻堂青少年会
館・少年の森における施設利用者に対する見守りボランティ
アへの申し込み数は減る結果となった。新たな事業者との連
携強化に努めるとともに、単発事業における受け入れも検討
する等、引き続き、自立を目指す若者の社会体験、就労体験
などの支援を図る。
また、少年の森については、準備期間を経て令和4年度より独
自のボランティア組織「少年の森だいすきクラブ」を発足。
親子参加も多く、子どもも主体的に活動し成長する姿が見ら
れている。令和5年度より「FUJISAWA2020」も開始。共
に広い周知と新規加入者の獲得が課題。

評価：若年者の自立・就労支援のため、相談、プログラムの
充実、就労体験やボランティア体験等の受入れ先の確保、及
び関係機関とのネットワークづくり等受託者と連携し、事業
を進め、令和2年度から令和5年度にかけて、合計338人を就
労や進学、福祉や医療機関への引き継ぎ等の進路決定につな
げた。
課題：地域へのアウトリーチ支援として、市民センターや公
民館にて地域出張相談会を実施しているが、支援対象者に
とっては市民センターは近隣の人目が気になる、市民セン
ターまで出向くことも難しい等必ずしも利用しやすい環境で
はない。より多くの支援対象者の掘り起こしができるよう、
広報をはじめとした様々な媒体を活用した情報発信を行うと
共に、アウトリーチ支援の手法については検討する必要があ
る。また、就職氷河期世代の利用者に対しては、複合的な問
題を抱えている方も多いことから、福祉や医療などの関係機
関と連携を深めて様々な課題に取り組み、支援対象者が就職
活動に集中できる環境を整え、引き続き自立に向けた支援を
行っていくものとする。

生活保護世帯及び生活困窮者支援事業対象家庭の困難を有す
る子ども・若者とその保護者に対し、子ども支援員がケース
ワーカーや関係機関と連携し、計画期間の５年間において教
育支援を218人、日常生活支援を148人に実施した。
子ども支援員は、家庭訪問件、所内面談258件、電話相談
687件など、延べ2,233件の活動を行った。
今後も引き続き子どもの健全育成の視点に立ち寄り添い方の
支援を実施する。

卒業、進学に向けて通学状況や家庭に課題がある中学３年生
には、子ども支援員とケースワーカーが学校等関係機関と連
携して進学手続き等の支援を行い、卒業時点で進路決定率は
この５年間で97％であった。
高校３年生の進学希望者にも進学に向けた支援を行い、86人
が進学を果たした。また在学中の高校生に対しては、中途退
学防止に向けた支援を行い、進級率は93％であった。
今後も引き続き、中学卒業者の進路決定率１００％、高校中
退者減少を目標にきめ細かな寄り添った支援を実施する。

A

B

B

B

B

A

子ども支援員を配置し、様々な困難を有する子ども・若者
と、その保護者に対して、子どもの健全育成の視点に立ち、
きめ細やかな寄り添い型の支援を実施することで、生活保護
世帯等の社会的自立及び子どもの貧困の連鎖の防止を図りま
す。

子ども支援員とケースワーカーが協力し、中学生の時期か
ら、高校進学への動機づけ、高校等に関する的確な情報提供
など、生活保護世帯等の子どもや保護者が高校進学等に意欲
を持てるよう、学校等関係機関と連携し支援を行います。高
校入学後は、子ども自身が主体的に高校生活の意義を考え、
中途退学することなく卒業まで充実した時間を過ごせるよう
支援を行います。

生活保護受給世帯及び生活困窮世帯の子どもを対象として、
学習支援や学習の場所・機会の提供を通じて、高等学校への
進学及び卒業に向けた支援をすることで、子どもの社会的自
立の促進と、貧困の連鎖の防止を図ります。また、子どもへ
の支援を通じて明らかになる保護者や世帯の抱える課題に対
する支援を行います。

高等学校就学及び就学継続の
ための相談と支援（子ども支
援員）

生活困窮者自立支援事業（子
どもの学習・生活支援事業）

生活援護課

生活援護課

子どものいる生活保護世帯等
に対する支援の充実（子ども
支援員による教育支援）

地域共生社会推
進室

78

奨学金給付事業 教育総務課79
大学等への進学を希望している高校生等を対象に、返済の必
要がない奨学金の給付を行います。
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●施策方針５　「修学、就労、自立に向けた支援をする」

取組実績、課題及び今後の事業計画
事業

達成状況 事業の評価及び課題等
事業

達成状況

個別事業に対する評価

令和５年度施策の柱

番号 事業名 担当課 取組の方向事業内容
令和２年度から令和６年度（令和６年度見込みも含む）まで

柱
１
　
子
ど
も
・
若
者
に
対

す
る
修
学
・
就
労
・
自
立
支

援
の
充
実

令和２年度まで、神奈川県に対して、要望を行ってきたが、
県としては当該要望に沿った事業実施は行わないとの考えが
示されたため、事業としての取組は終了した。
次期計画策定の中で支援ニーズや、県との役割分担等改めて
検討したうえで、本事業のあり方について検討する。

高等職業訓練促進給付金について、令和３～５年度に実施し
た対象資格や修業期間の緩和措置により資格取得を目指す対
象者が増加し、ひとり親家庭の自立促進に寄与した（令和２
年度１９人⇒令和５年度４３人）。
自立支援教育訓練給付金については、国の制度改正に伴い、
令和６年８月から①対象者について、児童扶養手当受給相当
の所得要件を撤廃し、自立に向けた計画の策定等を受けてい
る者とするという要件を追加、②専門実践教育訓練に限り、
講座修了後１年以内に資格取得等し就職等した場合、受講費
用の２５％（上限年間２０万円）を追加支給する予定であ
る。このことにより、さらなる対象者の自立の促進が期待さ
れる。
高等職業訓練促進給付金についても、令和６年４月からの国
及び県の制度改正に伴い、①特定の資格に係る養成訓練を受
講する方に対して、扶養している児童が１人～２人の場合月
額３万円、３人以上の場合５万円を上乗せして支給、②令和
３年度から令和５年度末までの拡充措置としていた、対象と
なる方の養成機関における修業期間の緩和措置（１年以上→
６月以上）を恒久化した。このことにより、これまでより手
厚い支援体制となることが見込まれる。

制度改正については、個別通知及びホームページ等で周知す
る予定だが、それぞれの事業の対象となる方の申請漏れがな
いように周知していきたい。

就労支援相談員とケースワーカーがハローワークと連携し、
就労可能な生活保護利用者６３９人に対して就労に向けた支
援を行い、３６３人が就労開始や収入増加につながった。
就労支援の環境は改善されつつあるため、今後もハローワー
クとの連携を強化し、支援対象者を増やし能力や実情に応じ
た適切な就労支援を実施する。

令和２年度まで、神奈川県に対して、自立援助ホームやス
テップハウスの開設促進等について要望（次年度予算に向け
た要望）を行ってきたが、県としては当該要望に沿った事業
実施は行わないとの考えが示されたため、現時点での取組と
しては終了とする。

児童養護施設退所者は、人生初めてのひとり暮らしと就職と
いう大きな２つの試練に直面します。例えば、職場になじめ
ず、仕事と住み込み先や寮などの居住場所を同時に失い生活
困窮に陥るなどの様々な課題が存在します。児童養護施設を
退所した後も、社会的自立に向けた支援が途切れないよう関
係機関との連携を検討します。

児童養護施設を退所した子どもに対する社会的自立に向けた
支援に関する連携の強化を図ります。

子育て企画課

母子・父子自立支援員による相談支援を行います。
ひとり親家庭の親が就業や転職に有利となる技術や資格を取
得する場合、母子家庭等自立支援給付金の支給等を行いま
す。

就労に関する相談から家庭状況や課題を的確に把握し、ジョ
ブスポットふじさわ等の関係機関と連携し、より安定した生
活基盤を築くための就労の確保に向けて継続的な支援を行い
ます。
厚生労働省の指定する教育訓練講座を受講した場合、受講料
の一部を自立支援教育訓練給付金として支給します。
生活の安定に資する資格（看護師・保育士・介護福祉士な
ど）を取得するため１年以上養成機関で修業する場合、修業
期間中の生活費として高等職業訓練促進給付金を支給すると
ともに、修了した際には修了支援金を支給します。
最終学歴が中学校である親及び子が、高等学校卒業程度認定
試験合格のための講座を受講した場合、修了時と認定試験合
格時に受講費用（上限あり）として、高等学校卒業程度認定
試験合格支援事業給付金を支給します。

ひとり親家庭の相談の中で相談者の必要に応じ、母子・父子
自立支援員がジョブスポットふじさわに同行するなど、関係
機関との連携を図りながら、就労及び自立に向け、寄り添っ
た支援を行った。今後も制度周知を図るとともに、就労の確
保及び自立に向けて継続的な支援を行っていく。
○自立支援教育訓練給付金　　　  6人　        497,507円
○高等職業訓練促進給付金　　    43人     44,824,500円
○高等職業訓練修了支援給付金　12人          475,000円
○高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金
受講開始時給付金　　　　　　0人　　0円
受講修了時給付金　　　　　　0人　　0円
合格時給付金　　　　　　　　0人　　0円
※高等職業訓練促進給付金について、令和３年度以降に受講
開始したものについては、毎年時限で修業期間が６ヶ月以上
に緩和されている。
※高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金について、
令和４年度から受講開始時給付金が支給されることとなっ
た。

A

柱
２
　
保
護
者
に
対
す
る
就
労
・
自
立
支
援
の
充
実

就労支援相談員とケースワーカーがハローワークと連携し、
就労可能な生活保護利用者１３１人に対して就労に向けた支
援を行い、７２人が就労開始や収入増加につながった。
就労支援の環境は改善されつつあるため、今後もハローワー
クとの連携を強化し、支援対象者を増やし能力や実情に応じ
た適切な就労支援を実施する。

B
就労による自立のために支援を行います。また就労が困難な
場合には就労準備のための支援を行います。

就労支援相談員とケースワーカーが協力し、就労可能な生活
保護利用者に対して、求人情報の提供や求職活動を行う際の
支援を行います。

82 生活保護世帯への就労支援 生活援護課

81 ひとり親家庭への就労支援 子育て給付課 A

B

80
児童養護施設を退所した子ど
もに対する社会的自立に向け
た支援に関する連携の強化
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●施策方針６　「地域全体で共に支える基盤をつくる」

取組実績、課題及び今後の事業計画
事業

達成状況 事業の評価及び課題等
事業

達成状況

個別事業に対する評価

令和２年度及び令和３年度については、新型コロナウイルス
の影響もあり、子どもの居場所に関するシンポジウムを計画
するも中止とした。令和４年度については、川崎市こども夢
パーク元所長の西野 博之様と元藤沢市教育長の吉田 早苗様に
ゲストとしてお越しいただき、映画上映会＆トークセッショ
ン「子どもの居場所を考える～私たちは子どもたちになにが
できるか～」を実施し、市民と子どもの貧困や子どもの居場
所について考える場の提供ができた。令和５年度及び令和６
年度については、市民団体との協働により「子どもの居場所
スタートアップサポート事業」を実施し、子どもたちが自分
らしくいることができる、多様な子どもの居場所を増やして
いくという課題を解決していくために、新たに子どもの居場
所を始めたい方に向けたワークショップを行った。計画期間
を通しての評価としては、コロナ禍もあり、シンポジウムや
ワークショップについては、実施することができない年度も
あったが、令和４年度以降については、子どもの居場所に
フォーカスしながら、市民との課題の共有や、課題解決に向
けたワークショップの実施などを行うことができたことか
ら、一定の目標は達成することができたと考えている。

各地域で人材発掘として、身近な地域や場所で気軽に参加で
きるボランティア活動、ボランティアの情報提供など事業展
開を行ってきた。また令和３年度から「チームFUJISAWA２
０２０」の発足などもあり、取り巻く環境は大きく変わりつ
つある。今後は改めて地域が何を求めているか調査を行い、
事業の見直しすることが課題となっている。

新型コロナウイルスの影響で、令和２年度は5か所のみでの実
施であった「子育て応援メッセ」であるが、徐々に開催地区
をひろげ、目標としていた全13地区での開催を令和5年度に
達成することができた。

計画期間において毎年50人以上のボランティアに協力いただ
いた。人数は充足しているものの、ボランティアの多い南部
地区では、希望しているにもかかわらず入れない方もいる。
一方、特に北部地域でのボランティアを希望する方が不足し
ている現状があるため、地区を定めて新規のボランティアを
募集し養成講座を開くなどして、偏りを無くしていくことが
必要である。

A

A

A

A

　市民活動を支援する制度として、令和２年度から実施した
「ミライカナエル活動サポート事業」は、従前の助成事業制
度と協働事業制度を一本化したことで、団体の立ち上げから
事業の発展、協働による事業展開まで、市民活動団体の成長
段階に応じたコースを選択できることとなり、団体育成が強
化された。また、３年後の未来を具体的にイメージする申請
形式としたことにより、課題であった市民活動団体の発展性
及び継続性の向上に繋がった。さらに、活動費の補助の他、
伴走支援講座や相談会、協働コーディネーターによるアドバ
イスを実施することで、市民活動団体の支援を充実させるこ
とができた。
　計画期間の５年間において、スタート支援１３団体、ス
テップアップ支援１２団体、協働７団体の事業を採択した
（令和６年度は未採択のため、４年間の実績のみを記載）。
また、２０回の伴走支援講座、８回の相談会、複数回の協働
アドバイス等を行った（提案事業補助のため、重複団体あ
り。令和６年度は未確定のため、４年間の実績のみを記
載。）
【課題】
より多くの申請につながるげるための制度周知及び、協働
コースにおける行政との協働のマッチングを促進するための
市の課題を団体に伝える工夫、職員側の協働意欲の向上が課
題となっている。

B

施策の柱

番号 事業名 担当課 事業内容 取組の方向

A

　令和２年度から公益的市民活動助成事業と一本化し「ミラ
イカナエル活動サポート事業」として取組を実施。各コース
の採択団体数は、スタート支援コースは５団体、ステップ
アップ支援コースは３団体。協働コース（２年間の事業）は
令和４年度事業開始団体が２団体、令和５年度事業開始団体
が１団体。
　「協働コース」では、採択団体に対する補助金等交付のほ
か、協働コーディネータによる団体のマッチング支援や事業
計画へのコンサルティング等の市民活動団体への支援を行っ
た。

助成事業との一本化に向けた見直しに基づき、団体活動の継
続性や発展性を重視する中で、市民活動の立ち上げから団体
の成長支援や多様な主体の協働まで段階に応じたサポートや
コーディネートなどを検討し、市民活動団体の支援の充実を
めざします。

協働事業との一本化に向けた見直しに基づき、団体活動の継
続性や発展性を重視する中で、市民活動の立ち上げから団体
の成長支援や多様な主体の協働まで段階に応じたサポートや
コーディネートなどを検討し、市民活動団体の支援の充実を
めざします。

　令和２年度から市民協働推進事業と一本化し「ミライカナ
エル活動サポート事業」として取組を実施。各コースの採択
団体数は、スタート支援コースは５団体、ステップアップ支
援コースは３団体。協働コース（２年間の事業）は令和４年
度事業開始団体が２団体、令和５年度事業開始団体が１団
体。
　「スタート支援コース・ステップアップ支援コース」で
は、採択団体を対象に、補助金の交付のほか、採択事業の実
施や継続的な活動のための伴走支援講座・相談会等、市民活
動団体への支援を行った。

令和５年度は、市内で子どもの居場所を運営している市民団
体との協働事業として「子どもの居場所スタートアップサ
ポート事業」を実施した。市民団体との協働により、行政だ
けでは伝えることができない「子どもの居場所運営のノウハ
ウ」や、行政として伝えたい「子どもの居場所の重要性」を
これから子どもの居場所を始めたい方に対して、共有するこ
とができた。

84 公益的市民活動助成事業 市民自治推進課
市民を対象とした公益的な市民活動を行う団体の組織基盤を
強化するための取組対象として、公開プレゼンテーション等
を実施する中で審査し、選定した団体に対して助成します。

市民自治推進課市民協働推進事業85

地域の人材発掘としては、六会人材センター推進事業、片瀬
地区人材・情報バンクセンター事業、小・中学生地域活動参
加促進事業（明治地区）、地域人材発掘・育成事業（長後地
区）、地域サポーター育成事業（湘南台地区）があるほか、
情報発信やイベントを通じて活動団体を支援しています。こ
うした各地区の事業は、市が実施、支援等を行うものであ
り、地区集会等での意見を踏まえ、毎年見直しを行いながら
進めます。

地域の人材発掘としては、六会人材センター推進事業、片瀬
地区人材・情報バンクセンター事業、地域人材発掘・育成事
業（長後地区）、地域サポーター育成事業（湘南台地区）を
実施したほか、情報発信やイベントを通じて活動団体を支援
した。
全市的なボランティア人材と募集団体のマッチングを目的に
設置しているボランティアサイト「チーム
FUJISAWA2020」の活用も進めながら、引き続き地区集会
等での意見を踏まえた取り組みを進めていく。

86 地域まちづくり事業の推進 市民センター・
公民館

子育て企画課
受講しやすく内容の充実した研修を行い、子育てボランティ
アを育成します。

子育てボランティアを養成するため、9月に「子育てボラン
ティア養成講座」を開催し、7人が新たに子育てボランティア
へ登録した。また、子育てボランティアとして活動している
方の支援を目的として、「子育てボランティア情報交換会」
を２月に開催し、１３人の出席があった。
ボランティアの人数は充足しているものの、地域によりボラ
ンティアの人数に大きな偏りがあることが課題。今後は北部
地区等限定し養成講座を開催するなどして、子育てボラン
ティアの人材育成および確保を行っていく。

市内全13地区にて地域版「子育て応援メッセ」を開催し、目
標を達成できた。公民館からの講師派遣依頼への対応も、滞
りなく行うことができた。
引き続き全地区での子育て応援メッセ開催を目指し、開催を
していけるようにアドバイザーの講師派遣に応じる等、支援
を継続していく。

それぞれの地域で子ども・若者が安心して過ごせる体制づく
りのため、身近な地域の情報発信や交流を促す活動を支援し
ます。

地域住民（団体）・民間企業・行政など多様な主体が、連
携・協働できる関係づくりを行い、子ども・若者、子育て家
庭が抱える多様化・複雑化した課題の解決を支える取組につ
なげます。

83
支援できる地域づくりの機運
醸成

子育て企画課

地域全体で様々な困難を抱える子ども・若者を見守り、支援
できる地域づくりの機運醸成に向けて、地域住民がそれぞれ
の立場から主体的に参加できるような啓発活動（シンポジウ
ム・ワークショップ・活動紹介など）を行います。

子育て企画課
市民との協働による子育て支
援ネットワークづくり

87

88 子育てボランティアの養成

柱
１
　
子
ど
も
が
主
役
の
地
域
共
生
社
会
に
向

け
た
啓
発
・
機
運
醸
成

マルチパートナーシップの考えに基づいて、市民活動団体等
と行政との協働による施策及び事業を進めるための啓発活動
及び事業提案制度など体制整備を行い、市民ニーズへきめ細
かく対応し、地域の課題を効果的に解決することをめざしま
す。

地域の意見を集約しながら把握した地域課題の解決に向け
て、地域の特性を生かした事業を企画及び実施します。

子育て家庭などに対する情報提供や子育て支援グループの交
流を目的に市民との協働による地域版「子育て応援メッセ」
の実施を支援します。

子育て支援に関する研修や情報交換会を行い、地域の子育て
を支える人材の育成を行います。

柱
２
　
地
域
活
動
の
担
い
手
の
育
成
・
活
動
団
体
へ
の
支
援

令和５年度 令和２年度から令和６年度（令和６年度見込みも含む）まで

A

A

A

A

A

B
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●施策方針６　「地域全体で共に支える基盤をつくる」

取組実績、課題及び今後の事業計画
事業

達成状況 事業の評価及び課題等
事業

達成状況

個別事業に対する評価

施策の柱

番号 事業名 担当課 事業内容 取組の方向
令和５年度 令和２年度から令和６年度（令和６年度見込みも含む）まで

柱
２
　
地
域
活
動
の
担
い
手
の
育
成
・
活
動
団
体
へ
の
支
援

【評価】
・13地区において地域資源の発掘やネットワークづくりのた
めの会議を開催し、子どもを含めた見守りの体制づくりや各
種啓発を行った。（会議開催：各地区4回程度/年）
・ケアラー・ヤングケアラーに関する啓発活動や研修を行っ
た。（子育て応援メッセへの参加：3回程度/年、研修会2回
程度/年）
・地域団体による子どもの居場所づくりなどの自主活動への
相談や支援を実施。（相談件数：2～3件程度/年）
【課題】
・自主活動に対する支援策について、多様な活動内容に対応
できるようメニュー（予算、場所、備品、ボランティアな
ど）の充実を検討する必要がある。
・ひきこもりやヤングケアラーなど、福祉課題は複雑化・複
合化しているため、地域や学校との連携を深めた多角的な支
援の検討が必要になっている。

【評価】
・社会的な問題意識の高まりにより、食材寄付・フードドラ
イブへの協力が一定的に得られている。
・食材を必要としている子ども等への提供について、NPO等
との連携により継続的な支援ができている。
【課題】
・近年の物価高騰の状況下において、食材支援を必要とする
子ども・家庭が増える可能性があるため、一層の食材寄付・
フードドライブへの協力の周知が必要になる。

B

B

＜令和５年度＞
・地域の縁側事業実施団体を対象とした勉強会の実施
・地域の縁側（基本型）1団体　設立（新規）
・地域の縁側事業のタウン誌への掲載

市社協と連動して、地域の縁側事業実施団体に向けて補助金
の交付や活動へのアドバイスなどの支援を行った。
今後についても、引き続き、コロナ禍によって停滞してし
まった居場所のモチベーション向上に努める。

地域の中に身近にあり、誰もが立ち寄れる場所、顔と顔の見
える関係の中から、些細な困りごとなど発信することが難し
い子どもや世帯に対し、必要な相談支援機関につなげる役割
を担います。

子どもの居場所に関する事業や子ども食堂に対し、JA さが
み、市社会福祉協議会との協働により子どもへの食材提供を
行うことで、子どもたちに「食」を通じた様々な体験の場を
提供します。

B

【評価】
・支えあいの地域づくりを推進するために、身近な居場所の
必要性が高まるなかで、地域の縁側を市内各地に展開し、運
営団体を継続的に支援している。
・地域の縁側開設数；市内38箇所（2024.4.1時点）
・地域の縁側利用者数（令和2年度：21,552人、令和3年
度：35,037、令和4年度：51,917人、令和5年度：
61,406人）
【課題】
・地域の縁側利用者数について、増加傾向にあるため、認知
度が向上していると同時に、居場所を必要とする市民も増加
傾向と考えられ、さらなる居場所の開設が必要となる。
・地域の縁側や安全・安心ステーション事業、地区ボラン
ティアセンター事業のいずれの運営団体も高齢化が進んでい
るため、団体内の世代交代のサポートや、新規運営団体の募
集などを積極的に行う必要がある。

　令和２年度に「藤沢市空家等対策計画」を策定し、計画に
基づき移動相談会及び空家利活用セミナーを継続して実施す
ることができ、多くの市民などが参加した（実績：移動相談
会：７回６９６人、空家利活用セミナー：１２回２７４人※
令和６年度は２回、３回実施予定）。また、市の補助制度を
活用した事業が１件実施されたほか、個別の空家に対する相
談・調整などを行うことで、民間主導による利活用として子
ども食堂やシングルマザーのシェアハウスなどの事例も増え
てきている。
　空家は今後も増加が見込まれているため、貸し手不足の課
題に対し、引き続き、空家に関する発生抑制や適正管理の取
組を進めるとともに、利活用の啓発事業等を行っていく必要
がある。また、平成２９年度から実施している空家利活用事
業補助金は、申請実績１件の結果を踏まえ、今後、改めて制
度の見直しの検討を行っていく必要がある。

地域の自主的活動へのサポー
ト・ネットワークづくり

89

90

ケアラー・ヤングケアラーを切り口に、各種啓発や、連携の
ための研修会を行った。地域団体や教員との連携を深め、児
童や子育て世代の親が抱える困りごとを発見した時に、地域
のネットワークでつながる体制をめざし、取り組んだ。
・子育て応援メッセへの参加（藤沢・長後・六会・村岡）。
ダブルケアや介護に関する啓発
・ヤングケアラーに関する情報提供（民生委員児童委員な
ど）
・ケアラーヤングケアラーに関する研修会を開催。
・自治会による登校前の時間帯での小学生の預かりボラン
ティア活動の実施にあたっての相談支援。

地域づくりの中で、地域で生活する方の困りごとを把握し必
要な支援機関につなげていきます。また、その中で支え手と
受け手の枠を越え地域の中で住民同士が支え合い、循環する
ような地域支援を行います。

JAさがみ、市社会福祉協議会と連携した食材提供の実績

＜令和5年度＞
・生産者からわいわい市に提供（農福連携事業実施回数）：
47回（うちフードバンクふじさわ実施分12回）
・食材提供先（提供団体のべ）:198団体（うちフードバンク
ふじさわ12団体）

＜令和４年度（参考）＞
・生産者からわいわい市に提供（農福連携事業実施回数）：
48回（うちフードバンクふじさわ実施分12回）
・食材提供先（提供団体のべ）:213団体（うちフードバンク
ふじさわ12団体）

令和4年度から提供先に「NPO法人フードバンクふじさわ」
が加わり、提供を受けた食材を一人暮らし大学生及びひとり
親家庭に配布している。

農福連携による「食材の提
供」

地域共生社会推
進室
農業水産課

地域共生社会推
進室

住宅政策課

　空家移動相談会を２回開催し、所有者等の事情に即した空
家に関する個別相談に対応するとともに、空家利活用セミ
ナーを３回開催し、利活用事業に関するノウハウや経験を参
加者と共有した。また、自治会等と空家の利活用に関する調
整や、より活用しやすくなるよう要件を緩和した空家利活用
事業補助金の募集等を行った。
　空家所有者の活用の意向がないことが多く、マッチング制
度は利活用希望者の登録はあるものの、利活用可能な空家の
登録がない状況にある。そのため、補助制度の緩和内容のさ
らなる周知や空家所有者への協力依頼等などを行いながら、
全国版空家バンクの活用なども含めた制度の見直しの検討を
行う。

空き家の利活用に向けては、空き家の改修工事費等に対する
補助や、空き家所有者と地域貢献事業等を目的とした利活用
希望者をつなぐマッチング制度の推進を図ります。

C

市社会福祉協議会との協働により、地域の支え合いや助け合
いにつながる活動の支援や、担い手の育成を推進するための
仕組の構築及び強化を行います。また、公共施設等を活用し
た地域活動の拠点づくりや交流の場を提供する基盤づくりを
進めます。

農家の方々からのご厚意による食材を、子どもへの「食」に
関する支援を行う団体に提供できるよう、市、市社会福祉協
議会、JA さがみの協働した取組を行います。

市社会福祉協議会との協働により、支え合いの地域づくりを
さらに推進するために、地域の縁側事業や安全・安心ステー
ション事業、地区ボランティアセンター事業を実施する住民
主体の活動団体等に対し、運営面としての補助金交付や相談
支援などを行います。

「藤沢市空き家対策基本方針」に基づき、空き家の適正管理
の促進、特定空き家の認定と措置及び空き家の利活用の推進
などの空き家対策を行います。

地域共生社会推
進室

地域の縁側等地域づくり活動
の推進

91

92 空き家利活用の推進

B

C

B

B
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●施策方針６　「地域全体で共に支える基盤をつくる」

取組実績、課題及び今後の事業計画
事業

達成状況 事業の評価及び課題等
事業

達成状況

個別事業に対する評価

施策の柱

番号 事業名 担当課 事業内容 取組の方向
令和５年度 令和２年度から令和６年度（令和６年度見込みも含む）まで

柱
３
　
多
様
な
体
験
の
充
実

計画期間中に新型コロナウイルス感染症が蔓延した時期が含
まれており、開放事業自体の中止や、定員制限や事前申込の
方式で縮小して実施したことが多かった。コロナが５類に変
更されて以降の令和５年度は、参加者も戻ってきている。今
後も、公民館に気軽に訪れることができる開放事業は実施し
ていく。

コロナ禍で実施できない期間もあったが、再開してからは各
学校へ提供する事業の内容や講師、周知方法等を毎年ブラッ
シュアップし、アウトリーチを希望する学校を少しずつ増や
すことができたことにより、多くの子どもたちに本物の音楽
や演奏体験等を通じて、芸術にふれる機会を提供することが
できた。
課題としては、今後も継続して実施していく中で、様々な
ニーズに応えるため、本事業の内容や講師のレパートリーを
毎年少しずつ変えていく必要がある。

コロナ禍により、中止や入場制限を行った期間もあったが、
親子や子どもを対象とした事業を毎年企画することができ、
次世代を担う子どもたちへ芸術文化の体験、鑑賞の機会を提
供することができた。課題としては、市民会館の再整備が控
えている中で、新たな会場での実施を検討する必要がある。

小・中学校の体育施設の開放を実施し、スポーツ活動の充
実、心身の健全育成に概ね寄与しています。関係者の事務負
担を減らすことは課題ですが、運営協議会ごとに運営方法が
異なるなど、改善に向けて今後も継続した検討が必要になり
ます。また、老朽化する体育施設や備品等の修繕・新規購入
等により、安全に利用できる環境づくりをめざしす。

コロナ禍で本来の読み聞かせはできなかった時期があったも
のの、検診参加者への絵本の手渡しや啓発リーフレットの配
布は予定どおり実施できた。また、コロナ禍でボランティア
登録者が減少したため、新規登録者の募集を行っていく。

コロナ禍以前より開催回数は減少したものの、新型コロナウ
イルス感染防止対策を行いながらおはなし会を実施すること
ができた。研修会についてはオンライン形式に変更する等し
て開催した。
今後もより良いおはなし会の開催のため、ボランティア交流
会及び研修会等の実施については、内容の充実について検討
していく。

98

スポーツ推進課
子どもに親しみのある小・中学校の体育施設を開放すること
で、スポーツ活動の充実を図り、心身の健全育成を図りま
す。

地域でのおはなし会の開催

97 ブックスタート事業

学校体育施設開放の充実96

音楽・演劇鑑賞事業95 文化芸術課

子ども向けのわかりやすく楽しい楽曲で構成したファミリー
コンサートや、誰もが知っている演目を気軽に観劇すること
ができるミュージカルを開催します。（本事業は、出資団体
である（公財）藤沢市みらい創造財団が実施しています。）

93
公民館での子ども開放事業の
実施

生涯学習総務課
子どもたちが様々な遊びなどの体験や異年齢での交流ができ
る機会を提供するため、公民館において子どもたちが自由に
利用できる開放事業を実施します。

学習室の開放事業を実施して学習の場を提供するとともに、
体育室の開放事業としては、子どもが参加しやすい卓球やバ
ドミントン等を実施します。

■学習室開放事業
参加者：７１１人
藤沢、村岡、片瀬、遠藤、長後、辻堂、湘南大庭
■卓球・バドミントン
のべ参加人数：２，０３７人
鵠沼、村岡、六会、片瀬、辻堂、湘南大庭、湘南台
そのほか、「ラジオ体操」や「ビーチボール」などの種目の
開放事業を実施し、参加者同士の交流や健康増進を図った。

94
アウトリーチ事業（学校訪問
事業）

文化芸術課

合唱指導、卒業制作指導、オペラ体験、各種楽器の体験な
ど、学校の希望に合わせた指導者を派遣します。（本事業
は、出資団体である（公財）藤沢市みらい創造財団が実施し
ています。）

身近な場所で親子一緒に楽しむことができる鑑賞の機会を絶
やさず提供していきます。

校庭、体育館、プールなどの学校体育施設を有効活用し、子
どもが気軽にスポーツができる環境整備を図ります。

市内小学校（35校）及び中学校（19校）の体育施設の開放
を実施しました。また、４～６月頃に年に一度、各学校ごと
に行われる学校施設市民利用運営協議会の会議に出席し、利
用者・学校長等の意見徴収を実施しました。
利用者側と運営側の利用手続きにかかる負担を減らすことが
課題です。
●令和５年度利用実績（延べ）
校　庭：146,533人
体育館：106,833人
プール：　  3,864人

B

プロの音楽家や声楽家による芸術鑑賞の機会の提供や、歌
唱・演奏等の指導をとおして、児童生徒に文化芸術に触れる
機会を提供することで、豊かな感受性を育むことをめざしま
す。

0歳の子どもから家族みんなで楽しめる「ワンコイン・コン
サート」をはじめ、子どもオペラ「三匹のこぶた」、落語を
体験できる「落語教室」、「ゴールデンウィークお笑いライ
ブ」など子どもを対象とした親子で楽しめる事業を実施し
た。集客率もよく、アンケートによる満足度も高いことか
ら、特段課題はない。今後も子どもオペラや「ワンコイン・
コンサート」など、子ども向けの事業を計画していく。

令和5年度は、小・中学校、高等学校21校の学校を訪問し、
合計2,950人の生徒に琴や雅楽、金管楽器の鑑賞や体験等の
アートにふれる機会やオペラの魅力を伝える体験教室を実施
した。今後も学校訪問を継続し、芸術文化の普及に努めてい
く。

総合市民図書館 A
子どもと子どもに関わる大人に向けて、誰でも参加できるお
はなし会などを開催し、文字や文化に触れ、読書に親しむこ
とのできる機会や環境の整備に努めます。

A

A

おはなし会ボランティアと連携して、おはなし会を行い子ど
もが本に親しむ機会をつくります。

総合市民図書館
（子育て企画
課・健康づくり
課）

A

１歳６か月児健診を受診する子どもとその保護者を対象に、
健診終了後、ボランティアや図書館職員が絵本を読んだり、
メッセージを伝えたりしながら絵本を手渡し、絵本を介した
心ふれあう時間を持つきっかけをつくります。

子育て支援の施策の１つとして、絵本を介して子どもとその
保護者がかけがえのないひとときを過ごすことを応援すると
ともに、「藤沢市子ども読書活動推進計画」に基づき、子ど
もの豊かな心と健やかな成長を育むため、１歳６か月のすべ
ての子どもとその保護者に対してブックスタート事業を実施
します。また、会場において子育てに関わるリーフレット類
を配布します。

コロナ禍以前より開催回数は減少したものの、４市民図書館
１１市民図書室においておはなし会を開催した。会場が狭く
定員に制限がある図書室では公民館施設で開催した。
ボランティア交流会は、計画通り４回開催し、各図書館、図
書室での取り組みなどについて図書館職員とボランティアと
の間で情報共有を行うことができた。また、研修会も計画通
り会場開催２回開催した。
今後もボランティアと連携しながら子どもたちが本に親しむ
機会を提供できるよう取り組んでいく。

B

A

A

B

A

A

新型コロナウイルス感染防止対策のため、ボランティアは少
人数の参加とし、読み聞かせは内容の紹介程度にするなどの
対応をとっていたが、７月中旬から以前の実施方法に戻して
読み聞かせを再開した。健診参加者への絵本の手渡しや啓発
リーフレットの配布は予定どおり実施できた。（配布人数
３，１５６人）
ボランティア交流会、研修会をともに１回開催した。今後も
実施方法などについて、関係各課と連携しながら検討してい
く。

A
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●施策方針６　「地域全体で共に支える基盤をつくる」

取組実績、課題及び今後の事業計画
事業

達成状況 事業の評価及び課題等
事業

達成状況

個別事業に対する評価

施策の柱

番号 事業名 担当課 事業内容 取組の方向
令和５年度 令和２年度から令和６年度（令和６年度見込みも含む）まで

柱
３
　
多
様
な
体
験
の
充
実

会長会においては、コロナ禍においても各地域の取組につい
て情報共有や協議を行い、withコロナにおける事業の展開が
なされ、計画期間のすべてにおいて、事業が実施されまし
た。
学校運営協議会設置校の拡大に関しては、モデル校を選定・
検証し、市立全５５学校への設置計画を策定し、計画どおり
に設置を進められました。
今後は地域側の体制（地域学校協働本部）の設置と、学校と
地域をつなげるコーディネーター（地域学校協働活動推進
員）の選任を推進します。

対象者の将来の選択肢の拡大や技能職の担い手確保などを目
的に、職人版インターンシップや学校訪問事業、職場体験を
実施した。コロナ禍において実施が難しい期間もあったが、
実施可能な技能振興事業を藤沢市技能職団体連絡協議会と協
議・検討し、学校数や１回あたりの参加人数を制限するなど
の対策を行いながら事業を実施した。
今後もこれらの事業を進めるにあたり、受入れ可能団体の拡
大や事業自体の周知強化が課題である。受入れ団体や周知先
へ早めの情報提供が必要である。

【評価】
長期間、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により既存の
放課後子ども教室事業の実施について活動自粛となるなど、
実施小学校との連携強化にとどまっていたが、令和５年度は
２校の新規設置に向け、関係機関と調整し試行実施を行うこ
とができた。
【課題】
設置校の拡大において、実施場所や担い手の確保が大きな課
題である。拡大にあたっては、学校や地域の意見を取り入
れ、保護者及び児童・従事者が安心して活動できるよう検討
を重ね、適切な運営につなげる。

【青少年会館】
引き続き、令和６年度も子育て世代の保護者、子ども・幼児
が参加できる事業を実施しつつ、地域コミュニティーとの連
携により手厚い支援を図る。
【少年の森】
新型コロナが第5に移行されたことにより、各プレーパークの
定期開催の回数を増やし、来園者に声掛けすることで参加を
促し、園内で過ごす時間の充実化を図った。引き続き、リ
ピーターや口コミによる新たな参加者を増やしていく。
【児童館】
引き続き、親子を対象とした定期的な月間や年間事業に取り
組んでいく。
【地域子どもの家】
引き続き、市子育て企画課の実施する「子育てふれあいコー
ナー」の会場提供等を実施。
【その他】
「親子ふれあいコンサート」は、藤沢市民会館大ホールで実
施しているが、令和8年度から施設整備に入ることから利用で
きなくなるため、実施場所が課題となる

99 技能振興関係事業 産業労働課

ものづくりなどの技能職に関心を持ってもらえるように、若
年者を対象とした技能職職場体験を実施します。また、技能
者の後継者育成及び技能者の仕事を身近に感じてもらうた
め、技能者が小・中学校等を訪問し、技能の講演・実演・体
験教室を実施します。

市内の技能者による職場体験や講演・実演を通じ、日々の生
活に不可欠なものづくりなどを行う技能職に対する理解を深
めます。

６つの技能職団体（藤沢左官業組合・藤沢菓子組合・神奈川
県電気工事工業組合藤沢地区本部・神奈川土建一般労組湘南
支部・畳組合湘南・クリーニング生活衛生同業組合）が市内
の小中学校５校に訪問し、技能の披露や体験教室を実施し
た。
技能職職場体験は１件（１名３日間）実施した。
今後も技能者に対する理解を深める事業を実施したい。

B

全児童対策の事業という面と並行しつつ、学習支援プログラ
ムの導入も検討し、実施校の拡充を図ります。

既存の放課後子ども教室においては、コロナ禍で縮小してい
た事業をコロナ禍以前の形式に戻し、実施日及び利用人数を
増加させることができた。また、令和5年11月から新たに2
校で試行実施を行い、いずれの放課後子ども教室においても
適切に運営を行った。
〇小糸小学校　　　開所日数：185日　延べ利用児童数：
2,767人
〇亀井野小学校　　開所日数：107日　延べ利用児童数：
3,162人
〇富士見台小学校　開所日数：27日　延べ利用児童数：594
人
〇御所見小学校　　開所日数：14日　延べ利用児童数：342
人
〇善行小学校　　　開所日数：14日　延べ利用児童数：318
人

A

100
学校・家庭・地域連携協力体
制推進事業

教育総務課
市民自治推進課
生涯学習総務課

「学校・家庭・地域連携推進会議会長会」に業務委託を行
い、中学校区を基本に市内に設置された15 の地域協力者会
議において、各地区の実情に応じた子どもたちの健やかな成
長を支援する事業を実施します。また、学校運営協議会制度
（コミュニティ・スクール）の導入に向け、検討を進め、地
域学校協働活動が推進されるように、関係各課等が連携を図
ります。

会長会を年４回開催し、各地域が抱える課題や特徴的な取組
について情報交換を行い、効果的な三者連携の推進を図りま
す。
学校運営協議会制度の導入に向けた庁内における組織体制づ
くり、準備委員会の立ち上げ等、具体的な推進体制を整備
し、モデル校を選定して検証を行います。
関係各課等が連携しながら、地域における学校支援の取組等
を基盤に、地域学校協働活動が推進されるよう検討を進めま
す。

会長会を年４回開催し、各地域協力者会議において、地域特
性に応じた取組が実施されました。また、学校運営協議会
（コミュニティ・スクール）と地域学校協働活動の一体的推
進を図るため、当該内容について情報共有や意見交換等を行
いました。
学校運営協議会設置校の拡大に関しては、令和５年度は、新
たに１１校追加設置され、各協議会において課題等について
熟議が行われました。熟議を経て企画された事業について、
補助金を活用し、充実した地域学校協働活動が行われまし
た。各種媒体を活用した制度周知を行いました。

A

再掲
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地域子どもの家・児童館等青
少年施設の充実

青少年課

青少年施設（地域子どもの家・児童館・青少年会館・少年の
森・SL 広場）の整備を進めるとともに、適切な管理運営を図
り、地域における子どもたちの安全・安心な居場所を提供し
ます。また、各施設を拠点とした青少年の自立と社会参加を
推進する事業を実施します。（本事業は、出資法人である
（公財）藤沢市みらい創造財団が実施しています。）

指定管理者による施設の管理運営や様々な事業を実施するこ
とで、青少年の居場所の充実を図ります。また、各施設の特
性や地域性を活かした事業を展開することにより、地域で活
動する人材の発掘や団体の交流を図ります。さらに、地域子
どもの家・児童館等については、開園時間の延長や飲食等の
新たな取組について検討を行います。

【青少年会館】
地域の子育て拠点として定期的に体育室を開放し、子育て中
の保護者の親睦を深める場の提供と、親子の絆やコミュニ
ケーションの充実を図る事業（リトミック・体育など）を実
施。
【少年の森】
来園者の来園目的上位である「昆虫採集」ができない時期で
も足を運んでいただけるよう、令和5年度冬季から毎開園日に
「たき火」を開催。親子来園者数増やアンケート記入に繋
がっている。たき火の期間を冬季だけではなく拡大し、引き
続き周知を行っていく。
【児童館】
未就学児と保護者を対象とした体操やお話会等を毎週実施。
また月1回、市子育て企画課(保育士)による育児相談「あいあ
い」も実施した。
各児童館で実施している「おまつり」は有志の小学生ボラン
ティアが実行委員会を結成し、各児童館の指導員や運営委員
が見守る中、おまつりの内容を企画検討し、実施した。
【児童館】
市子育て企画課の実施する「子育てふれあいコーナー（きら
きらぼし）（あいあい）」の会場提供等を実施している。地
域子どもの家の見守る人が保護者より子育て相談を受けるこ
ともあった。
【その他】
毎冬、親子・異年齢の青少年のふれあいの場として「親子ふ
れあいコンサート」を実施。（817人参加）

再掲
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放課後子ども教室推進事業 青少年課

放課後などに小学校の余裕教室などを活用して、子どもたち
の安全・安心な居場所（遊び場）を設け、地域住民の参画を
得て、子どもたちが地域社会の中で心豊かで健やかに育まれ
る環境づくりを推進します。

柱
５
　
学
校
・
家
庭
・
地
域
の
連

携
・
協
働
の
推
進

A

柱
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B

A

A

B
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